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３
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一
　
は
じ
め
に

　
ト
ル
コ
共
和
国
は
一
九
二
三
年
の
建
国
以
来
、
西
洋
近
代
化
を
目
指
し
て
世
俗
主
義
を
国
是
と
し
、
政
教
分
離
政
策
や
宗
教
・
教
育
・

文
化
改
革
を
実
施
し
て
き
た
。
強
固
な
世
俗
国
家
の
構
築
と
絶
対
的
同
質
性
、
世
俗
性
に
基
づ
く
ト
ル
コ
国
民
の
創
造
が
、
国
父
ア
タ

テ
ュ
ル
ク
の
意
思
を
継
い
だ
共
和
人
民
党
（
Ｃ
Ｈ
Ｐ
）
の
一
党
独
裁
と
世
俗
的
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
ケ
マ
リ
ス
ト
ら
に

よ
っ
て
支
配
的
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
一
連
の
政
策
に
よ
っ
て
、
前
身
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
を
構
成
し
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
的
伝
統
や
慣
習
、

組
織
は
公
共
空
間
か
ら
一
掃
さ
れ
、
新
生
ト
ル
コ
共
和
国
に
お
い
て
は
民
族
的
、
社
会
的
多
様
性
は
国
民
国
家
創
造
に
お
け
る
障
害
と
し

て
徹
底
的
に
抑
圧
、
弾
圧
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
だ
が
一
九
四
五
年
の
一
党
独
裁
の
終
焉
と
複
数
政
党
制
に
よ
る
政
治
的
競
合
関
係
の
出
現
は
、
票
田
確
保
の
た
め
の
一
定
の
イ
ス
ラ
ー

ム
緩
和
政
策
を
も
た
ら
し
、
社
会
的
領
域
に
お
い
て
も
急
激
な
西
洋
近
代
化
と
都
市
化
に
翻
弄
さ
れ
た
市
民
に
よ
る
草
の
根
レ
ベ
ル
で
の

イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
現
象
が
可
視
化
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ（
1
）た。

以
降
、
共
和
国
の
世
俗
的
国
是
と
国
民
国
家
の
同
質
性
、
不
可
分
性
を
堅

持
し
た
い
ケ
マ
リ
ス
ト
と
イ
ス
ラ
ー
ム
的
価
値
観
の
擁
護
と
拡
大
、
そ
し
て
社
会
的
公
正
さ
を
求
め
る
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
勢
力
間
に
お
け

る
対
立
関
係
を
主
軸
と
し
て
、
ト
ル
コ
は
現
在
ま
で
続
く
政
治
社
会
変
動
と
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
揺
れ
動
き
を
経
験
す
る
こ

と
に
な
る
。

　
現
在
の
ト
ル
コ
で
は
八
〇
年
代
以
降
の
新
自
由
主
義
経
済
と
国
家
の
脱
集
権
化
、
そ
し
て
Ｔ
Ｉ
Ｓ
政（
2
）策に

よ
っ
て
誕
生
し
た
ム
ス
リ
ム

中
産
階
級
層
が
政
治
社
会
的
領
域
の
主
流
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
非
民
主
主
義
的
手
法
を
是
と
し
て
き
た
強
権
主
義
的

な
国
家
エ
リ
ー
ト
に
競
合
す
る
勢
力
へ
と
成
長
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
プ
ロ
セ
ス
に
伴
う
民
主
化

改
革
が
親
イ
ス
ラ
ー
ム
政
党
で
あ
る
公
正
発
展
党
政
権
（
Ａ
Ｋ
Ｐ
）
の
主
導
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
政
治
的
介
入
を
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行
っ
て
き
た
軍
部
を
は
じ
め
と
す
る
ケ
マ
リ
ス
ト
勢
力
は
、
そ
の
制
度
的
、
行
政
的
な
権
力
を
失
う
に
至
っ
て
い
る
。
建
国
一
〇
〇
周
年

を
目
前
に
し
た
ト
ル
コ
共
和
国
が
、
国
内
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
を
克
服
し
、
多
様
性
と
寛
容
性
に
根
差
し
た
新
た
な
国
家
像
、
そ
し
て

国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
如
何
に
し
て
創
造
し
、
提
示
し
て
い
く
の
か
に
大
き
な
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ト
ル
コ
の
民
主
化
や
新
た
な
政
治
社
会
的
枠
組
み
を
語
る
際
に
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は

ト
ル
コ
共
和
国
建
国
以
来
の
タ
ブ
ー
で
あ
り
、
社
会
統
合
の
最
重
要
課
題
で
あ
り
続
け
た
、
ク
ル
ド
人
に
関
連
し
た
諸
問
題
で
あ
る
。
ク

ル
ド
人
は
ト
ル
コ
国
民
の
約
七
分
の
一
を
占
め
る
市
民
で
あ
る（
3
）が、
国
家
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
自
体
が
長
期
的
に
否
定
さ
れ
て
き
た
。
ケ

マ
リ
ス
ト
体
制
下
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
勢
力
が
対
抗
勢
力
と
し
て
台
頭
を
果
た
し
た
の
と
同
様
に
、
ク
ル
ド
復
興
運
動
も
六
〇
年

代
以
降
に
政
治
社
会
領
域
で
可
視
化
を
果
た
し
た
。
だ
が
「
ト
ル
コ
民
族
で
あ
る
ム
ス
リ
ム
」
が
後
に
Ｔ
Ｉ
Ｓ
政
策
と
い
う
国
家
的
後
見

を
受
け
て
主
流
化
を
経
験
す
る
一
方
で
、
ク
ル
ド
復
興
運
動
や
ク
ル
ド
人
は
そ
の
活
動
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
表
象
の
如
何
を
問
わ
ず

に
徹
底
し
た
弾
圧
と
同
化
政
策
の
対
象
で
あ
り
続
け
た
。
加
え
て
八
〇
年
代
以
降
は
ト
ル
コ
か
ら
の
分
離
独
立
を
掲
げ
る
ク
ル
ド
労
働
党

（
Ｐ
Ｋ
Ｋ
）
と
ト
ル
コ
軍
、
治
安
維
持
部
隊
に
よ
る
軍
事
衝
突
が
発
生
し
た
こ
と
で
、
ク
ル
ド
人
の
大
半
が
住
む
東
部
、
南
東
部
ア
ナ
ト

リ
ア
は
著
し
く
荒
廃
し
、
数
百
万
人
の
ク
ル
ド
人
が
戦
火
を
逃
れ
て
国
内
避
難
民
（Internal D

isplacem
ent Person: 

以
下
Ｉ
Ｄ（
4
）Ｐ）
と
し

て
ト
ル
コ
全
土
の
都
市
部
へ
流
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
多
く
の
ク
ル
ド
人
は
都
市
部
と
農
村
部
の
両
極
に
お
い
て
生
活
の
基
盤
を
奪
わ

れ
、
劣
悪
を
極
め
た
住
居
、
教
育
、
労
働
環
境
に
長
期
的
に
置
か
れ
て
お
り
、
固
定
化
さ
れ
た
社
会
構
造
と
新
自
由
主
義
経
済
の
中
で
差

別
と
貧
困
に
苦
し
み
続
け
て
い
る
。

　
確
か
に
近
年
の
民
主
化
改
革
に
よ
る
法
的
枠
組
み
の
変
化
に
よ
っ
て
、
ク
ル
ド
人
の
公
的
空
間
に
お
け
る
文
化
的
表
象
は
一
定
の
認
証

を
得
て
お
り
、
ク
ル
ド
語
の
使
用
も
限
定
的
で
は
あ
る
が
、
公
共
放
送
や
教
育
現
場
に
お
い
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
う
し
た
一

連
の
ク
ル
ド
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
認
可
は
、
一
般
の
ク
ル
ド
人
が
置
か
れ
て
い
る
生
活
環
境
全
般
の
改
善
に
は
直
結
し
て
お
ら
ず
、

彼
ら
の
社
会
経
済
的
排
除
は
変
わ
ら
ず
に
行
わ
れ
て
い
る
。
加
え
て
Ｐ
Ｋ
Ｋ
と
ト
ル
コ
軍
に
よ
る
武
力
闘
争
の
結
果
、
ク
ル
ド
地
域
全
体
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で
如
何
な
る
事
態
が
発
生
し
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
と
そ
の
解
決
に
向
け
た
国
家
主
導
の
社
会
政
策
が
如
何
な
る
効
力
を
示
し
た
と
言
え
る
の
か
、

現
在
の
ク
ル
ド
問
題
の
根
幹
を
成
す
に
至
っ
た
同
事
象
に
対
す
る
理
解
は
国
民
間
に
お
い
て
十
分
に
共
有
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
課
題
に

対
す
る
分
析
も
ご
く
僅
か
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
八
〇
年
代
以
降
に
顕
現
化
し
た
ク
ル
ド
社
会
の
大
規
模
変
動
と
そ
の
解
決
に
向
け
た
社
会
経
済
統
合
政
策
の
展
開
と
課
題
を
、

各
省
庁
、
国
連
、
Ｅ
Ｕ
、
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
組
織
に
よ
っ
て
近
年
発
表
さ
れ
た
報
告
書
を
中
心
に
分
析
し
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
代
ト

ル
コ
に
お
け
る
「
ク
ル
ド
性
」
が
如
何
に
し
て
複
雑
性
の
縮
減
の
下
に
再
生
産
さ
れ
、
差
別
の
対
象
と
化
し
た
の
か
を
明
示
し
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ

を
引
き
起
こ
し
た
国
家
の
諸
政
策
の
視
座
と
展
開
か
ら
垣
間
見
え
る
、
ト
ル
コ
共
和
国
の
ク
ル
ド
問
題
に
対
す
る
依
然
と
し
た
強
権
主
義

的
か
つ
同
化
主
義
的
性
格
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
ま
た
一
連
の
国
家
的
圧
力
と
諸
政
策
を
前
に
し
て
、
何
故
ク
ル
ド
側
の
対
抗

運
動
が
統
一
性
を
欠
い
て
い
た
の
か
、
ク
ル
ド
社
会
の
抱
え
る
内
的
な
複
雑
性
に
関
し
て
も
検
討
を
加
え
て
い
く
。

二
　
国
家
非
常
事
態
宣
言
下
に
お
け
る
ク
ル
ド
社
会
の
崩
壊
と
国
内
避
難
民
（
Ｉ
Ｄ
Ｐ
）

㈠
　V

illage G
uard System

（
Ｇ
Ｋ
Ｋ
）

　
ク
ル
ド
人
へ
の
民
族
的
、
言
語
的
同
化
、
そ
し
て
組
織
活
動
に
対
す
る
抑
圧
と
は
、
ト
ル
コ
国
家
の
首
尾
一
貫
し
た
政
策
で
あ
っ
た
。

ク
ル
ド
人
の
大
半
が
住
む
東
部
・
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
に
対
し
て
は
、
国
家
に
よ
る
積
極
的
な
開
発
投
資
が
行
わ
れ
ず
、
長
期
的
な
貧
困

と
失
業
が
常
態
化
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
ク
ル
ド
民
族
に
よ
る
国
民
国
家
の
樹
立
に
よ
っ
て
、
政
治
、
社
会
、
経
済
、

文
化
的
発
展
を
目
指
し
た
の
が
、
ア
ン
カ
ラ
大
学
の
学
生
を
中
心
に
一
九
七
八
年
に
設
立
さ
れ
た
Ｐ
Ｋ
Ｋ
で
あ
る
。
Ｐ
Ｋ
Ｋ
と
ト
ル
コ
軍

と
の
戦
闘
に
よ
っ
て
、
今
日
ま
で
に
三
万
七
〇
〇
〇
名
以
上
が
死
亡
し
て
い
る
。
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一
九
八
四
年
に
始
ま
っ
た
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
よ
る
ト
ル
コ
国
家
へ
の
闘
争
は
、
政
府
の
当
初
の
予
想
を
大
き
く
超
え
て
、
激
し
さ
の
一
途
を

辿
っ
て
い
た
。
内
務
省
の
公
式
記
録
に
よ
る
な
ら
ば
、
八
四
年
に
発
生
し
た
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
よ
る
テ
ロ
活
動
は
東
部
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
の

み
で
一
六
〇
件
発
生
し
て
い
た
が
、
九
一
年
に
は
一
四
九
四
件
、
九
三
年
に
は
五
七
一
七
件
、
九
四
年
に
は
六
三
五
七
件
に
ま
で
達
し（
5
）た。

事
態
を
重
く
見
た
当
時
の
政
権
与
党
で
あ
る
祖
国
党
政
権
は
、
テ
ロ
活
動
の
中
心
地
で
あ
っ
た
東
部
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
の
ク
ル
ド
農

村
部
の
一
般
市
民
を
武
装
さ
せ
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
を
迎
え
撃
ち
、
地
方
の
地
域
安
全
を
保
全
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
政
策
を
導
入
し
た
。
こ
れ
が

「V
illage G

uard System

（G
eçici ve G

önüllü Köy Korucuları

（
以
下
Ｇ
Ｋ
Ｋ
）：
臨
時
、
志
願
に
よ
っ
て
農
村
を
守
る
者
）」
で
あ
る
。

Ｇ
Ｋ
Ｋ
は
、
一
九
二
四
年
に
制
定
さ
れ
た
村
法
第
四
四
二
号
で
そ
の
地
位
と
定
義
は
確
立
し
て
い
た
が
、
一
九
八
五
年
の
村
法
第
三
一
七

五
号
第
七
四
条
の
制
定
に
よ
っ
て
、
現
在
の
一
般
市
民
の
武
装
と
軍
事
作
戦
の
遂
行
を
強
制
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ（
6
）た。
Ｇ
Ｋ
Ｋ
は
、

東
部
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
を
中
心
に
二
〇
一
三
年
の
段
階
で
、
二
二
県
に
適
応
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
ま
で
に
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
よ
っ
て
、
二

〇
〇
〇
名
以
上
が
殺
害
さ
れ
、
一
六
〇
〇
名
以
上
が
負
傷
を
し
て
い（
7
）る。

　
Ｇ
Ｋ
Ｋ
は
国
家
か
ら
給
与
が
支
給
さ
れ
る
常
勤
Ｇ
Ｋ
Ｋ
と
、
給
与
が
支
払
わ
れ
な
い
臨
時
Ｇ
Ｋ
Ｋ
の
二
種
類
あ
る
が
、
現
在
の
従
事
者

総
数
は
約
六
万
五
〇
〇
〇
名
（
引
退
者
を
含
め
る
と
一
〇
万
人
を
超
す
）
で
あ
る
。
ま
た
給
与
平
均
は
月
給
約
八
四
〇
ト
ル
コ
リ
ラ
（
日
本
円

で
四
万
二
〇
〇
〇
円
程
度
）
で
あ（
8
）る。

Ｇ
Ｋ
Ｋ
は
ト
ル
コ
国
内
の
治
安
と
県
政
を
統
括
す
る
内
務
省
に
よ
っ
て
監
督
、
実
施
さ
れ
て
お
り
、

Ｐ
Ｋ
Ｋ
の
前
線
補
給
を
絶
ち
、
地
域
全
体
の
治
安
の
確
保
を
最
優
先
と
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
ク
ル
ド
地
域
の
治
安
を
極
度

に
悪
化
さ
せ
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
発
生
を
促
す
一
大
要
因
と
化
し
て
い
っ
た
。

　
国
家
に
よ
っ
て
合
法
的
に
武
器
が
供
給
さ
れ
た
Ｇ
Ｋ
Ｋ
対
象
地
域
に
は
多
く
の
混
乱
が
生
じ
た
。
生
活
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
武
器

や
薬
物
の
密
輸
を
行
う
者
、
強
盗
や
傷
害
事
件
を
起
こ
す
者
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
と
協
力
関
係
を
結
ぶ
者
、
武
器
供
給
を
受
け
た
ク
ル
ド
部
族
長
が

対
立
集
落
を
襲
撃
す
る
事
態
な
ど
が
頻
発
し
た
。
中
で
も
、
ク
ル
ド
地
域
の
封
建
的
な
社
会
構
造
の
象
徴
で
あ
っ
た
部
族
長
に
よ
る
女
性

や
子
供
を
含
め
た
Ｇ
Ｋ
Ｋ
へ
の
強
制
任
命
や
給
与
の
簒
奪
、
そ
し
て
Ｇ
Ｋ
Ｋ
に
よ
る
強
盗
傷
害
事
件
の
多
発
は
大
き
な
社
会
問
題
と
化
し
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て
い
っ（
9
）た。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
ク
ル
ド
地
域
の
治
安
は
一
層
悪
化
し
、
人
口
流
出
を
加
速
さ
せ
）
10
（
た
。
Ｇ
Ｋ
Ｋ
が
適
応
さ
れ
た
地
域
は
Ｐ
Ｋ

Ｋ
に
よ
る
優
先
的
な
攻
撃
対
象
で
あ
り
、
武
器
の
強
奪
地
点
と
化
し
て
い
っ
た
が
、
戦
火
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
Ｇ
Ｋ
Ｋ
へ
の

任
命
を
恐
れ
た
一
般
市
民
は
、
よ
り
安
全
な
都
市
部
へ
と
家
族
を
連
れ
て
逃
げ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
次
節
に
お

い
て
検
討
を
行
う
が
、
Ｇ
Ｋ
Ｋ
の
適
応
と
は
、
ク
ル
ド
間
に
お
け
る
対
立
構
造
を
煽
り
、
ク
ル
ド
地
域
広
範
を
対
テ
ロ
戦
争
の
「
前
線
基

地
」
へ
と
変
え
な
が
ら
、
一
般
の
ク
ル
ド
人
を
戦
火
の
中
に
巻
き
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
国
家
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
政
策
に
よ
っ
て
発
生
し
た
ク
ル
ド
地
域
内
部
の
混
乱
や
Ｐ
Ｋ
Ｋ
と
の
癒
着
関
係
に
関
す
る
多
く
の

疑
惑
と
諸
問
題
は
、
内
務
省
や
ト
ル
コ
軍
、
治
安
維
持
部
隊
に
よ
る
ク
ル
ド
地
域
の
「
テ
ロ
関
連
地
域
」
と
し
て
の
特
定
化
を
促
す
の
に

十
分
な
動
機
付
け
を
与
え
て
お
り
、
続
く
国
家
非
常
事
態
宣
言
下
に
お
い
て
意
図
的
な
ク
ル
ド
地
域
の
大
量
破
壊
と
ク
ル
ド
人
の
大
規
模

な
都
市
部
流
入
を
引
き
起
こ
し
て
い
っ
た
。

㈡
　
国
家
非
常
事
態
宣
言
（
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
）
の
発
令

　
Ｇ
Ｋ
Ｋ
が
導
入
さ
れ
て
以
降
の
一
九
八
七
年
、
国
家
は
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
よ
っ
て
激
し
さ
を
増
す
テ
ロ
活
動
を
受
け
て
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た

権
利
と
市
民
的
自
由
を
規
制
す
る
国
家
非
常
事
態
法
に
基
づ
く
国
家
非
常
事
態
宣
言
地
域
（O

la ğanüstü H
al Bölge: 

以
下
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
）
を
、

東
部
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
の
一
一
県
（
デ
ィ
ヤ
ル
バ
ク
ル
、
ビ
ン
ギ
ョ
ル
、
ハ
ッ
カ
リ
、
マ
ル
デ
ィ
ン
、
シ
ィ
ー
ル
ト
、
エ
ラ
ズ
ゥ
ー
、
ト
ゥ
ン

ジ
ェ
リ
、
ヴ
ァ
ン
、
ア
ド
ゥ
ヤ
マ
ン
、
ビ
ト
リ
ス
、
ム
シ
ュ
県
）
に
対
し
て
適
応
し
た
（
後
に
一
三
県
ま
で
拡
大
し
て
い
る
）。
こ
れ
は
内
務
省
か

ら
派
遣
さ
れ
る
県
知
事
に
対
し
て
幅
広
い
権
力
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
適
応
県
の
知
事
代
表
で
あ
る
総
局
長
を
中
心
に
、

各
県
知
事
や
県
警
、
国
家
警
察
機
関
の
ト
ッ
プ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
統
治
機
構
は
、
ト
ル
コ
軍
ら
に
よ
る
Ｐ
Ｋ
Ｋ
掃
討
作
戦

と
親
和
性
の
あ
る
諸
政
策
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
内
務
省
と
軍
部
の
影
響
力
の
強
い
、
臨
時
行
政
組
織
で
あ
っ
た
と
言
え

よ
う
。
こ
う
し
た
権
限
は
徐
々
に
強
化
さ
れ
、
情
報
統
制
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
組
織
の
強
制
閉
鎖
か
ら
、
ス
ト
ラ
イ
キ
・
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
の
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禁
止
、
表
現
の
自
由
と
結
社
設
立
の
制
限
、
そ
し
て
何
よ
り
も
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
法
第
二
八
五
号
に
よ
っ
て
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
県
内
の
農
村
部
の
強
制
廃

棄
や
住
民
へ
の
一
方
的
な
退
避
命
令
が
可
能
と
な
る
な
ど
、
非
民
主
的
な
手
法
が
数
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
っ
）
11
（

た
。
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
統
制
下
に

お
い
て
は
、
東
部
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
の
「
治
安
回
復
」
が
最
優
先
事
項
と
さ
れ
、
ク
ル
ド
問
題
は
「
国
家
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
問
題
」

に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
ク
ル
ド
地
域
は
以
前
か
ら
戒
厳
令
に
よ
る
厳
し
い
監
視
対
象
で
あ
っ
た
が
、
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
の
適
応
と
そ
の
実
践
は
、

ト
ル
コ
の
「
国
家
の
不
可
分
性
」
に
対
し
て
、
ク
ル
ド
人
の
人
権
と
市
民
的
権
利
や
自
由
は
軽
視
さ
れ
る
現
実
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け

た
。

　
近
年
、
Ｇ
Ｋ
Ｋ
と
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
の
適
応
、
そ
れ
に
起
因
す
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
発
生
と
は
、
国
家
に
よ
る
「
計
画
的
な
人
口
移
動
政
策
」
で
あ
り
、

非
常
に
政
治
的
な
意
図
が
存
在
し
て
い
た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
当
時
の
祖
国
党
政
権
下
、
特
に
ト
ゥ
ル

グ
ト
・
オ
ザ
ル
大
統
領
は
、
対
Ｐ
Ｋ
Ｋ
作
戦
の
効
率
化
を
高
め
る
た
め
に
、
そ
し
て
そ
の
支
援
を
断
ち
切
る
た
め
に
山
岳
部
と
農
村
の

人
々
を
都
市
部
へ
移
動
さ
せ
、
細
分
化
さ
れ
た
ク
ル
ド
人
を
都
市
部
に
お
い
て
統
合
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
さ
れ
）
12
（
る
。
当
時
の
政

治
的
エ
リ
ー
ト
の
思
惑
と
事
の
正
否
に
関
し
て
は
、
今
後
と
も
に
詳
細
な
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
現
実
問
題
と
し
て
、
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
に

よ
る
非
人
道
的
か
つ
非
民
主
的
手
法
が
ク
ル
ド
人
と
そ
の
諸
地
域
に
対
し
て
適
応
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

㈢
　
Ｉ
Ｄ
Ｐ
と
都
市
部
に
お
け
る
ク
ル
ド
性
の
再
生
産

―
苦
境
に
立
た
さ
れ
る
ク
ル
ド
人

1　

ク
ル
ド
農
村
部
の
強
制
廃
棄
と
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
発
生

　
ト
ル
コ
首
相
府
報
道
情
報
局
は
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
よ
る
テ
ロ
活
動
に
対
し
て
、
ト
ル
コ
政
府
の
基
本
的
任
務
を
「
国
と
国
民
を
分
離
で
き
な

い
一
体
の
も
の
と
し
て
守
る
こ
と
」
と
し
、
そ
の
基
本
政
策
を
「
民
主
的
な
法
律
の
範
囲
内
で
武
装
に
よ
る
防
衛
を
行
い
、
国
民
を
テ
ロ

リ
ス
ト
か
ら
遠
ざ
け
、
テ
ロ
の
被
害
か
ら
守
る
こ
と
に
あ
る
。
ト
ル
コ
国
軍
の
テ
ロ
組
織
に
対
す
る
攻
撃
に
お
い
て
、
一
般
市
民
の
被
害

者
は
出
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
と
市
民
を
区
別
す
る
配
慮
に
他
な
ら
な
い
。
ト
ル
コ
は
領
土
の
一
体
性
を
民
主
的
な
法
律
に
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よ
っ
て
守
っ
て
い
る
」
と
す
る
）
13
（
が
、
こ
う
し
た
公
式
発
表
は
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
「
国
民
と
国
家
の
一
体
性
」
と
い
う
言
説
の
名
の
下

で
国
家
が
主
体
的
に
行
っ
て
き
た
非
人
道
的
な
諸
政
策
へ
の
責
任
を
曖
昧
に
し
、
正
当
化
し
て
い
る
と
非
難
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
事
実
と
し
て
、
ク
ル
ド
人
は
Ｇ
Ｋ
Ｋ
と
い
う
「
民
主
的
な
法
律
の
範
囲
内
で
武
装
に
よ
る
防
衛
」
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
し

て
農
村
の
強
制
廃
棄
に
よ
っ
て
「
テ
ロ
リ
ス
ト
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
非
情
な
政
策
に
よ
っ
て
、
直
接
的
か
つ
間
接
的
な
テ
ロ
の

被
害
に
あ
っ
て
い
る
。

　
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
が
適
応
さ
れ
た
一
九
八
七
年
以
降
、
東
部
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
で
は
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
統
治
機
構
に
属
す
る
治
安
維
持
部
隊
と
ト

ル
コ
軍
に
よ
る
Ｐ
Ｋ
Ｋ
と
の
戦
闘
は
激
し
さ
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
。
八
〇
年
代
半
ば
以
降
、
ト
ル
コ
都
市
部
で
は
急
速
な
都
市
化
と
都

市
部
の
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
（
ス
ラ
ム
）
化
が
進
ん
で
い
く
が
、
こ
れ
に
は
祖
国
党
政
権
が
主
導
し
た
新
自
由
主
義
経
済
と
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
地
域

か
ら
の
ク
ル
ド
人
の
大
量
流
入
が
関
係
し
て
い
る
。
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
地
域
の
農
村
部
は
治
安
維
持
部
隊
と
Ｐ
Ｋ
Ｋ
の
軍
事
衝
突
に
よ
っ
て
荒
廃

し
て
い
っ
た
が
、
内
務
省
の
公
式
回
答
に
よ
る
な
ら
ば
、
二
九
四
八
も
の
町
と
村
が
同
時
期
に
強
制
廃
棄
さ
れ
た
と
し
て
い
）
14
（
る
。
内
務
省

は
こ
う
し
た
強
制
廃
棄
は
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
ト
ル
コ
軍
と
治
安
維
持
部
隊
に
よ
っ
て
「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
の
一
環
」
と
し
て
破
壊
工
作
が
行
わ
れ
て
お
り
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
た
め
の
法
律
で
あ
る
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
法
第
二
八
五
号
が
施
行
さ
れ

て
い
る
。
農
村
部
が
Ｐ
Ｋ
Ｋ
の
前
線
基
地
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
畑
や
農
作
物
、
家
畜
は
徹
底
し
て
焼
き
払
わ
れ
、
更
地
に
は
対
Ｐ
Ｋ
Ｋ
用
の

地
雷
が
大
量
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
破
壊
対
象
地
域
の
選
考
基
準
は
Ｇ
Ｋ
Ｋ
を
拒
否
し
た
地
域
を
主
と
し
、
拷
問
や
強
姦
、
財
産
破
壊
と

い
う
残
忍
な
方
法
で
住
民
の
立
ち
退
き
を
強
制
し
て
い
っ
）
15
（

た
。
Ｇ
Ｋ
Ｋ
を
拒
否
す
る
村
は
Ｐ
Ｋ
Ｋ
の
共
犯
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、

Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
下
の
ク
ル
ド
人
は
Ｇ
Ｋ
Ｋ
と
し
て
故
郷
に
残
り
Ｐ
Ｋ
Ｋ
と
戦
う
か
、
故
郷
を
放
棄
し
て
都
市
部
へ
流
入
す
る
か
の
二
択
を
迫
ら

れ
て
い
た
。
内
務
省
は
、
地
域
破
壊
に
よ
っ
て
生
じ
た
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
総
数
は
、
三
五
万
三
〇
〇
〇
人
で
あ
る
と
す
る
）
16
（
が
、
こ
う
し
た
数
値
は

相
当
低
く
見
積
も
ら
れ
て
公
表
さ
れ
て
い
る
と
、
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
人
権
団
体
は
批
判
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
総
数
に
関
し
て
は
諸
説
あ
り
、

二
五
〇
万
人
と
も
、
四
〇
〇
万
人
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
内
務
省
の
発
表
す
る
数
値
が
極
端
に
低
い
こ
と
は
確
か
で



現代トルコにおけるクルド市民への社会的排除に関する一考察

207

あ
る
。

　
Ｉ
Ｄ
Ｐ
は
東
部
、
南
東
部
の
都
市
部
か
ら
西
部
大
都
市
圏
で
あ
る
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
、
イ
ズ
ミ
ー
ル
、
そ
し
て
首
都
ア
ン
カ
ラ
に
ま
で

流
入
し
て
お
り
、
そ
の
大
部
分
は
自
身
の
財
産
で
あ
る
家
財
や
農
地
、
家
畜
を
放
棄
し
て
い
る
。
ま
た
Ｉ
Ｄ
Ｐ
は
ク
ル
ド
地
域
内
の
都
市

部
、
そ
し
て
西
部
都
市
部
内
に
お
い
て
も
、
再
定
住
や
教
育
、
就
業
を
含
め
た
多
領
域
に
お
い
て
困
難
さ
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

2　

新
自
由
主
義
経
済
体
制
に
お
け
る
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
の
変
容

　
か
ね
て
か
ら
都
市
部
を
目
指
し
た
国
民
に
よ
る
集
団
移
動
は
ト
ル
コ
の
政
治
社
会
変
動
と
市
場
経
済
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
急
激

な
都
市
化
に
伴
う
都
市
環
境
の
悪
化
や
社
会
的
騒
乱
を
生
み
出
す
一
因
と
も
な
っ
て
い
た
。
だ
が
八
〇
年
代
以
前
の
国
内
移
動
の
発
生
が

近
代
化
プ
ロ
セ
ス
に
伴
う
産
業
化
の
利
益
の
享
受
と
就
業
機
会
を
獲
得
す
る
こ
と
を
動
機
と
し
た
自
発
的
移
動
で
あ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
八

〇
年
代
以
降
の
国
内
移
動
の
急
激
な
増
加
は
Ｉ
Ｄ
Ｐ
が
主
要
因
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
主
的
な
就
業
機
会
の
獲
得
や
、
地
縁
血
縁
関
係
の
再

構
築
を
目
指
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
生
命
と
日
々
の
生
活
が
脅
威
に
直
面
し
た
た
め
に
故
郷
を
離
れ
た
に
過
ぎ
な
）
17
（
い
。
国
際
連
合
開
発
計

画
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
が
ヴ
ァ
ン
県
で
行
っ
た
調
査
に
よ
る
な
ら
ば
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
移
住
理
由
の
六
六
・
六
％
が
「
村
、
集
落
の
強
制
廃
棄
」
で

あ
り
、
三
八
％
が
「
テ
ロ
と
暴
力
」
を
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
）
18
（
る
。

　
六
〇
年
代
以
降
に
ト
ル
コ
都
市
部
の
国
有
地
に
違
法
に
建
築
さ
れ
た
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
は
、
地
方
か
ら
都
市
部
に
流
入
し
た
人
々
に

よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
ト
ル
コ
貧
困
層
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
六
〇
年
の
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
数
二
四
万
戸
、
住
居
者
数
は
一
二
〇
万
人
で
あ
っ

た
が
、
八
〇
年
に
は
一
一
五
万
戸
、
住
居
者
数
は
五
七
五
万
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
八
〇
年
か
ら
九
〇
年
に
か
け
て
は
、
そ
の
戸
数

は
六
〇
万
戸
増
の
一
七
五
万
戸
、
住
居
者
数
は
三
〇
〇
万
人
増
の
八
七
五
万
人
と
急
速
に
拡
大
を
し
て
お
り
、
ト
ル
コ
都
市
部
全
体
の
三

三
・
九
％
が
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
化
し
）
19
（
た
。
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
は
か
ね
て
か
ら
同
郷
者
同
士
に
よ
る
相
互
扶
助
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
機

能
も
有
し
て
お
り
、
モ
ス
ク
の
存
在
と
と
も
に
都
市
部
に
お
け
る
「
公
正
」
を
掲
げ
る
政
治
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
意
識
の
醸
成
に
も
貢
献
し

て
い
）
20
（
た
。
だ
が
八
〇
年
代
以
降
、
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
は
相
互
扶
助
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
役
割
で
は
な
く
、
新
た
な
流
入
者
に
対
し
て
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搾
取
的
な
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。

　
ト
ル
コ
に
お
い
て
は
、
国
家
に
よ
る
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
と
は
限
ら
れ
た
層
の
み
が
享
受
で
き
る
特
権
で
あ
り
、
主
に
公
務
員
と
軍
人
、

そ
し
て
民
間
で
は
正
規
雇
用
者
と
自
営
業
者
を
対
象
と
し
て
い
た
。
労
働
市
場
に
お
い
て
多
数
を
占
め
て
い
た
非
正
規
雇
用
者
や
貧
困
層

に
対
す
る
社
会
保
障
は
近
年
ま
で
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
雇
用
状
況
が
安
定
し
な
い
者
は
福
祉
を
受
給
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
っ
）
21
（
た
。

貧
困
層
に
対
す
る
公
的
扶
助
と
し
て
、
家
計
審
査
に
基
づ
い
た
医
療
補
助
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
「
緑
の
カ
ー
ド
」
が
一
九
九
二
年
に
導
入
さ

れ
て
い
る
）
22
（
が
、
都
市
部
へ
大
挙
し
て
流
入
を
し
た
Ｉ
Ｄ
Ｐ
に
対
し
て
は
、
そ
も
そ
も
公
的
扶
助
と
い
う
形
態
に
よ
っ
て
彼
ら
の
社
会
経
済

的
状
況
を
改
善
し
、
支
援
す
る
よ
う
な
諸
制
度
や
特
別
な
援
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
一
切
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
か
つ
て
貧
困
層
の
象
徴
で
あ
り
、
地
方
か
ら
の
流
入
者
の
受
け
皿
で
あ
っ
た
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
も
、
祖

国
党
政
権
に
よ
る
新
自
由
主
義
経
済
の
導
入
に
よ
り
そ
の
様
相
を
大
き
く
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
祖
国
党
は
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
に
対

す
る
恩
赦
法
を
制
定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
所
有
を
合
法
化
し
、
定
住
者
は
権
利
証
書
を
得
る
こ
と
に
な
っ
）
23
（
た
。
新
自
由
主
義
経
済
下
に
お

い
て
は
、
都
市
部
に
対
す
る
外
国
資
本
の
投
資
が
加
速
し
、
地
価
上
昇
や
都
市
再
開
発
が
伸
張
し
て
い
っ
た
。
都
市
経
済
の
発
展
に
組
み

込
ま
れ
た
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
の
住
居
者
は
、
開
発
業
者
へ
の
土
地
の
売
買
や
新
開
発
さ
れ
た
ア
パ
ー
ト
の
「
地
主
」
と
し
て
、
新
た
な
住

居
者
に
対
す
る
賃
貸
料
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
）
24
（

る
。
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
都
市
部
へ
や
っ
て
き
た
流
入
者
は
、
新
た
に

都
市
部
の
土
地
を
占
有
し
、
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
を
建
設
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
り
、
旧
移
住
者
と
新
移
住
者
間
に
お
け
る
搾
取
構
造
が

確
立
さ
れ
て
い
っ
た
。
例
外
な
く
貧
困
に
陥
っ
て
い
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
は
、
イ
ン
フ
ラ
の
整
っ
て
い
な
い
劣
悪
な
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
を
賃
借
し
、

住
む
ほ
か
な
か
っ
）
25
（

た
。
複
数
の
家
族
が
共
同
で
、
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
を
賃
借
し
、
集
合
的
に
生
活
す
る
者
も
数
多
く
存
在
す
る
な
ど
、
ゲ

ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
の
一
区
画
が
Ｉ
Ｄ
Ｐ
に
よ
っ
て
ゲ
ッ
ト
ー
化
す
る
ケ
ー
ス
も
各
都
市
で
日
常
的
に
見
受
け
ら
れ
よ
う
に
な
っ
）
26
（
た
。
長
期
的

に
ト
ル
コ
の
主
要
な
社
会
問
題
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
に
対
す
る
恩
赦
法
の
制
定
は
「
都
市
部
周
辺
の
土
地
」
と
い
う

固
定
資
産
を
旧
移
住
者
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
新
自
由
主
義
経
済
に
よ
っ
て
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
く
格
差
に
対
処
し
て
い
く
た
め
の
一
つ
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の
福
祉
的
な
施
策
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
が
、
そ
れ
以
上
に
こ
れ
ま
で
の
国
家
の
社
会
的
責
任
の
放
棄
と
、
貧
困
層
へ
の
福
祉
提
供
に
関

す
る
無
為
無
策
に
対
し
て
の
政
府
の
ご
ま
か
し
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
こ
に
新
た
な
貧
困
層
を
生
み
出
し
、
固
定
化
す

る
一
つ
の
構
造
体
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
地
域
性
か
ら
強
制
的
に
切
り
離
さ
れ
、
言
語
的
、
技
能
的
障
壁
に
直
面
す
る
Ｉ

Ｄ
Ｐ
は
劣
悪
な
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
と
新
自
由
主
義
経
済
の
中
で
、
脱
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
極
貧
層
へ
と
さ
ら
に
追
い
や
ら
れ
た
。

　
八
〇
年
代
以
降
の
急
速
な
都
市
化
と
都
市
環
境
の
悪
化
に
は
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
発
生
が
関
係
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
集
合
的
な
移
住

と
特
定
の
社
会
経
済
的
状
況
は
、
各
都
市
内
に
お
け
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
「
ク
ル
ド
性
」
の
再
生
産
と
差
別
的
意
識
を
醸
成
さ
せ
る
大
き
な

契
機
と
な
っ
て
い
っ
た
。

3　

都
市
部
に
お
け
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
困
窮
と
ク
ル
ド
性
の
再
生
産

　
都
市
部
に
お
け
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
実
情
に
関
し
て
は
、
ト
ル
コ
経
済
社
会
研
究
機
関
（
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
Ｖ
）
が
各
都
市
部
に
お
い
て
調
査
を
行
っ

た
際
の
複
数
の
報
告
書
を
基
に
し
て
の
全
体
像
の
把
握
に
努
）
27
（
め
、「
ク
ル
ド
性
」
に
対
し
て
如
何
な
る
言
説
が
内
在
さ
れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
推
察
し
て
い
く
。

　
近
年
に
お
け
る
ト
ル
コ
国
内
で
の
「
ク
ル
ド
性
」
と
は
、
特
定
の
社
会
経
済
的
、
政
治
的
文
脈
下
に
お
け
る
偏
見
を
伴
っ
た
「
ク
ル
ド

民
族
」
の
創
造
と
い
う
側
面
が
多
分
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ジ
ェ
ン
ク
・
サ
ラ
チ
ョ
ー
ル
（
二
〇
一
一
）
は
①
Ｐ
Ｋ
Ｋ
と
ト
ル
コ
軍
と
の
軍

事
衝
突
、
②
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
発
生
、
③
新
自
由
主
義
経
済
と
い
う
軸
を
中
心
に
し
て
、
現
代
ト
ル
コ
に
お
け
る
ク
ル
ド
性
が
特
定
の
認
識
的
枠

組
み
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
）
28
（

が
、「
ク
ル
ド
性
」
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
認
識
が
八
〇
年
代
以
降
に
急
速
に
蓄
積
さ
れ
、

波
及
し
て
い
る
実
情
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
主
張
の
妥
当
性
と
現
実
と
の
接
合
性
が
自
ず
と
見
出
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　
都
市
部
に
お
け
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
大
多
数
は
家
と
財
産
、
伝
統
的
手
法
を
基
軸
と
し
た
日
常
生
活
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
失
い
、
貧
困
や
失
業
、

社
会
保
障
の
欠
如
、
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
で
の
生
活
、
子
供
の
教
育
的
機
会
と
権
利
を
行
使
で
き
な
い
状
況
、
健
康
サ
ー
ビ
ス
の
欠
如
、
ス

ト
リ
ー
ト
チ
ル
ド
レ
ン
を
含
め
た
子
供
と
女
性
の
劣
悪
な
労
働
環
境
、
そ
し
て
「
ク
ル
ド
性
」
に
依
拠
し
た
差
別
を
日
常
的
に
経
験
し
て
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い
）
29
（
る
。
八
〇
年
代
以
降
、
非
正
規
雇
用
者
が
拡
大
し
て
い
く
中
で
、
も
と
も
と
限
ら
れ
て
い
た
都
市
部
の
労
働
需
要
は
さ
ら
に
逼
迫
し
て

い
た
。
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
多
く
は
農
村
で
、
就
学
機
会
を
十
分
に
行
使
せ
ず
、
狩
猟
や
農
業
を
営
ん
で
い
た
者
た
ち
で
あ
る
。
東
部
、
南
東
部
を

含
め
た
都
市
部
に
お
い
て
、
そ
の
大
半
が
非
熟
練
で
あ
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
は
、
必
然
的
に
非
正
規
労
働
、
低
賃
金
労
働
に
就
く
ほ
か
な
く
、
Ｉ
Ｄ

Ｐ
の
失
業
率
が
八
〇
％
に
ま
で
達
し
て
い
る
県
も
あ
）
30
（
る
。
さ
ら
に
西
部
都
市
部
に
お
け
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
は
、
ク
ル
ド
語
話
者
で
あ
る
た
め
に
就

業
機
会
や
生
活
環
境
に
お
い
て
さ
ら
な
る
困
難
さ
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
子
供
や
女
性
に
と
っ
て
、
特
に
深
刻
な
影
響
を

与
え
て
お
り
、
ト
ル
コ
語
を
完
全
に
理
解
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
外
部
の
情
報
か
ら
も
遮
断
さ
れ
て
お
り
、
文
化
的
差
異
と
相
乗
す
る
形

で
都
市
部
内
で
の
よ
り
一
層
の
疎
外
感
や
、
鬱
状
態
、
心
神
喪
失
と
い
っ
た
症
状
を
生
み
出
す
要
因
と
な
っ
て
い
）
31
（

る
。
加
え
て
、
言
語
が

通
じ
な
い
こ
と
は
、
医
療
機
関
を
含
め
た
最
小
限
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
。
Ｉ
Ｄ
Ｐ
で
あ
る
子
供
た
ち

は
、
家
計
を
助
け
る
た
め
に
路
上
販
売
や
靴
磨
き
な
ど
に
従
事
し
て
お
り
、
正
規
教
育
を
受
け
る
余
裕
と
機
会
を
有
し
て
は
い
な
）
32
（

い
。
そ

の
た
め
、
職
業
訓
練
校
を
含
め
た
社
会
経
済
的
上
昇
の
機
会
を
行
使
で
き
ず
、
中
に
は
違
法
行
為
、
犯
罪
行
為
に
関
与
す
る
子
供
が
各
都

市
部
で
可
視
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
）
33
（

た
。
こ
う
し
た
状
況
は
西
部
、
東
部
・
南
東
部
を
問
わ
ず
、
各
都
市
部
で
見
受
け
ら
れ
る
普
遍
的
事

象
で
あ
り
、
多
く
の
Ｉ
Ｄ
Ｐ
が
未
来
に
対
す
る
希
望
を
失
っ
て
い
）
34
（
る
。

　
さ
ら
に
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
集
団
的
な
都
市
部
流
入
と
対
Ｐ
Ｋ
Ｋ
と
の
戦
闘
の
激
化
は
同
期
し
て
い
た
た
め
に
、「
ク
ル
ド
」
と
は
「
分
離
主
義

者
、
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
い
う
疑
惑
に
満
ち
た
言
説
が
ト
ル
コ
全
土
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
春
の
到
来
を
祝
う
祭
事
で
あ
り
、
近
年

で
は
ク
ル
ド
文
化
の
再
創
造
や
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
担
う
「N

ew
roz

」
が
、
ク
ル
ド
政
党
の
主
導
に
よ
っ
て
各
都
市
部
で
盛

大
に
開
催
さ
れ
て
お
り
、
治
安
維
持
部
隊
に
よ
る
介
入
と
弾
圧
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。N

ew
roz

は
ク
ル
ド
の
文
化
表
象
と
し
て
は
最

大
規
模
の
も
の
で
あ
る
が
、
反
動
主
義
的
な
政
治
的
意
図
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
と
の
疑
惑
が
メ
デ
ィ
ア
等
を
通
し

て
流
布
さ
れ
て
お
り
、
一
般
の
ト
ル
コ
市
民
か
ら
の
反
発
を
招
き
な
が
ら
、
ク
ル
ド
と
彼
ら
の
言
語
、
文
化
に
対
す
る
異
質
性
と
警
戒
を

一
層
強
化
し
て
い
る
。
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八
〇
年
代
以
降
に
生
じ
た
都
市
部
で
の
ゲ
ジ
ェ
コ
ン
ド
ゥ
と
い
う
凝
集
さ
れ
た
空
間
的
断
絶
、
多
く
の
Ｉ
Ｄ
Ｐ
が
陥
っ
て
い
る
社
会
経

済
的
分
断
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
よ
っ
て
拡
散
さ
れ
た
「
分
離
主
義
者
」「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
の
イ
メ
ー
ジ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
相
乗
す
る
か
の
よ
う

な
都
市
部
で
の
文
化
表
象
が
「
ク
ル
ド
性
」
の
構
築
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
ト
ル
コ
に
お
け
る
「
ク
ル
ド
性
」

と
は
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
発
生
に
端
を
発
し
た
現
象
や
そ
の
背
景
を
主
な
媒
介
物
と
し
て
お
り
、
本
質
主
義
的
な
民
族
性
の
み
に
よ
っ
て
表
象
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
。
八
〇
年
代
半
ば
以
降
に
大
挙
し
て
都
市
部
へ
と
押
し
寄
せ
た
異
質
な
他
者
、
困
窮
者
が
「
ク
ル
ド
」
な
の
で
あ
る
。

Ｐ
Ｋ
Ｋ
と
の
戦
闘
、
そ
し
て
Ｉ
Ｄ
Ｐ
と
い
う
ト
ル
コ
国
家
全
体
に
影
響
を
与
え
た
大
規
模
な
現
象
が
、
ク
ル
ド
に
対
す
る
「
社
会
的
記

憶
」
を
蓄
積
し
内
在
化
し
て
い
く
一
方
で
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
発
生
し
た
原
因
や
背
景
に
関
す
る
理
解
が
国
民
間
で
十
分
に
共
有
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
ク
ル
ド
全
体
に
対
す
る
偏
見
と
蔑
視
が
継
続
的
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
推
察
で
き
）
35
（
る
。

　
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
社
会
経
済
的
排
除
は
多
次
元
的
か
つ
、
複
合
的
で
あ
る
が
、
年
々
そ
の
深
刻
な
事
態
や
原
因
が
Ｅ
Ｕ
加
盟
プ
ロ
セ
ス
を
通
し

て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。
欧
州
人
権
裁
判
所
へ
の
訴
え
、
そ
し
て
内
外
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
へ
の
調
査
が
現
在
も
継
続
し
て
行
わ

れ
て
い
る
。
政
府
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
国
連
や
Ｅ
Ｕ
と
の
協
働
に
よ
り
、
本
格
的
な
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
帰
村
と
都
市
部
で
の
社
会
経
済
統
合

政
策
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
施
策
と
有
効
性
の
是
非
は
大
き
な
議
論
と
批
判
を
巻
き
起
こ
し
て
い
く
。

三
　
国
家
主
導
に
よ
る
帰
村
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
Ｉ
Ｄ
Ｐ
へ
の
社
会
経
済
統
合
政
策

㈠
　
農
村
部
へ
の
帰
村
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
都
市
部
で
の
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

1　

Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
の
公
式
認
定
と
国
家
の
諸
政
策

　
政
府
は
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
、
国
際
連
合
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）、
国
際
移
住
機
関
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（
Ｉ
Ｏ
Ｍ
）、
国
際
連
合
開
発
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）、
世
界
銀
行
（
Ｗ
Ｂ
）、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
代
表
者
を
招
集
し
て
会
議
を
開
い
て
い
る
。
次
い
で

内
務
省
、
外
務
省
、
首
相
府
国
家
計
画
庁
、
首
相
府
国
家
統
計
局
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
開
発
庁
の
代
表
者
委
員
会
を
設
立
し
た
。
同
委

員
会
は
、
東
部
・
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
の
県
知
事
、
欧
州
委
員
会
、
国
連
間
で
の
意
見
交
換
と
情
報
収
集
を
行
っ
た
。
政
府
は
二
〇
〇
四

年
に
ハ
ジ
ェ
ッ
テ
ペ
大
学
に
対
し
て
も
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
調
査
を
命
令
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
を
反
映
し
た
Ｉ
Ｄ
Ｐ
に
関
す
る
初
の
報
告
書
を
二

〇
〇
五
年
八
月
一
七
日
に
公
表
し
、
ト
ル
コ
国
内
の
「
国
内
避
難
民
」
の
存
在
を
公
式
に
認
め
る
こ
と
に
な
っ
）
36
（

た
。
ト
ル
コ
政
府
、
そ
し

て
各
省
庁
は
テ
ロ
に
起
因
し
て
発
生
し
た
Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
の
深
刻
さ
を
認
識
し
、
そ
の
具
体
的
な
政
策
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
。
具
体
的
に

は
、
①
ハ
ジ
ェ
ッ
テ
ペ
大
学
人
口
統
計
学
部
（
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
）
に
よ
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
の
更
な
る
調
査
、
②
国
連
人
権
委
員
会
に
よ
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ

の
指
導
原
理
（
Ｇ
Ｐ
）
の
適
応
、
③
帰
村
と
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
）
政
策
の
実
施
、
④
「
テ
ロ
と
テ
ロ
と
の
戦
い
に

よ
っ
て
生
じ
た
損
失
へ
の
補
償
法
第
五
二
三
三
号
」
の
施
行
、
⑤
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｇ
Ａ
Ｐ
）
に
よ
る
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ

政
策
の
補
助
、
⑥
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
と
内
務
省
の
協
働
に
よ
る
、
ヴ
ァ
ン
県
を
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
社
会
経
済
的
統
合
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
た
「
ヴ
ァ
ン

県
行
動
プ
ラ
ン
（
Ｖ
Ａ
Ｐ
）」
の
実
施
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
主
に
内
務
省
の
統
括
に
よ
っ
て
実
施
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
一
連
の
政
策
の
導
入
に
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
プ
ロ
セ
ス
に
伴
う
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
基
準
の
適
応
と
、
ト
ル
コ
国
内
の
一
連
の
民
主
化
プ

ロ
セ
ス
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
諸
政
策
が
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
を
含
め
た
ク
ル
ド
問
題
の
民
主
的
な
解
決
が
進
展
し
て
い

な
い
中
で
先
行
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
更
な
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
を
再
び
生
み
出
す
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
。
東
部
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ

ア
地
域
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
問
題
を
解
決
し
、
荒
廃
し
た
住
居
や
土
地
を
元
の
状
態
に
戻
し
て
い
く
た
め
に
は
長
い
時
間
が
必
要
と
さ
れ
る

が
、
一
連
の
諸
政
策
に
よ
っ
て
時
期
尚
早
の
帰
村
が
促
さ
れ
、
都
市
部
に
お
い
て
も
一
方
的
な
社
会
経
済
統
合
政
策
を
実
施
し
て
い
く
こ

と
は
Ｉ
Ｄ
Ｐ
、
そ
し
て
ク
ル
ド
問
題
の
根
本
的
解
決
を
指
向
し
た
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
「
国
家
主
導
に
よ
る
積
極
的
な
諸
政
策
の
実

施
」
と
い
う
喧
伝
に
よ
っ
て
Ｉ
Ｄ
Ｐ
が
置
か
れ
て
い
る
実
情
や
そ
の
原
因
が
ご
ま
か
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
以
下
で
は
、
国
家
主
導
の

諸
政
策
の
目
的
と
実
施
状
況
を
内
務
省
の
報
告
書
を
中
心
に
分
析
し
、
そ
の
問
題
点
と
課
題
を
明
示
し
た
い
。
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2　

帰
村
と
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
）
政
策
と
Ｉ
Ｄ
Ｐ
補
償
法
の
施
行

　
帰
村
と
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
）
は
、
一
九
九
四
年
か
ら
九
九
年
に
農
村
サ
ー
ビ
ス
総
局
（
Ｋ
Ｈ
Ｇ
Ｍ
）
に
よ
っ
て
Ｉ

Ｄ
Ｐ
問
題
の
解
決
を
行
う
た
め
に
実
施
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
そ
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
の
国
連
や
Ｅ
Ｕ
、
そ
し
て
国
内
の
市

民
社
会
組
織
と
の
連
携
に
よ
る
多
角
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
移
行
し
た
の
は
二
〇
〇
五
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
）
37
（
る
。
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
は
既
述
し
た

二
〇
〇
五
年
八
月
一
七
日
の
政
府
決
定
で
あ
る
「
ト
ル
コ
に
お
け
る
国
内
避
難
民
問
題
と
帰
村
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
ド

キ
ュ
メ
ン
ト
」
に
よ
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
公
式
認
定
に
よ
っ
て
、
内
務
省
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
管
轄
、
調
整
し
、
実
施
を
行
う
も
の
と
し
て
い
る
。

Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
は
「
東
部
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
地
域
に
お
け
る
テ
ロ
と
安
全
保
障
上
の
懸
念
に
よ
っ
て
、
生
活
環
境
の
中
で
困
難
な
状
況
に

陥
っ
て
い
る
国
民
の
自
発
的
な
帰
村
を
促
し
、
故
郷
で
必
要
と
さ
れ
る
社
会
的
、
経
済
的
構
造
の
基
礎
的
発
展
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
生

活
条
件
の
達
成
を
目
指
し
、
さ
ら
に
帰
村
で
き
ず
に
い
る
者
の
都
市
生
活
へ
の
適
合
を
進
展
さ
せ
、
社
会
経
済
的
状
況
の
改
善
を
目
的
と

す
る
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
）
38
（
る
。

　
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
は
東
部
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
の
旧
Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
地
域
を
中
心
に
、
一
四
県
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
践
地
域
と
し
て
選
定
し
て
い

る
。
施
策
の
目
標
設
定
に
関
し
て
は
、「
農
村
部
に
お
い
て
は
、
農
業
や
狩
猟
、
手
工
業
の
よ
う
な
生
活
の
基
礎
的
基
盤
の
活
発
な
改
善

を
行
い
、
帰
村
を
望
ま
ず
、
都
市
部
で
生
活
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
国
民
へ
は
、
職
業
訓
練
コ
ー
ス
、
雇
用
発
展
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進

し
、
特
に
社
会
内
部
の
若
者
や
子
供
向
け
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
施
行
」
を
前
提
と
し
て
い
）
39
（
る
。
主
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
は
、
①
社
会

と
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
女
性
と
子
供
教
育
セ
ン
タ
ー
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
、
青
年
セ
ン
タ
ー
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
の
設
立
）、
②

職
業
訓
練
や
雇
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
③
道
路
、
水
道
、
電
気
、
下
水
設
備
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
へ
の
投
資
、
④
農
村
部
の
破
壊
さ
れ
た
学
校
、

保
健
セ
ン
タ
ー
、
そ
の
他
の
施
設
の
再
建
、
⑤
帰
村
し
た
国
民
が
住
宅
を
再
建
す
る
た
め
に
必
要
な
建
築
材
料
の
提
供
、
⑥
農
業
と
狩
猟

の
活
発
化
、
⑦
賠
償
金
、
補
償
金
の
支
払
い
で
あ
る
。
二
〇
一
二
年
度
は
合
計
で
四
一
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
同
年
ま

で
に
約
一
億
四
六
〇
〇
万
ト
ル
コ
リ
ラ
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
内
務
省
に
よ
る
な
ら
ば
、
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
の
成
果
と
し
て
一
二
万
八
〇
八
五
名
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が
二
〇
〇
四
年
以
降
に
帰
村
を
可
能
に
し
た
と
す
）
40
（
る
。

　
だ
が
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
と
は
郊
外
と
都
市
部
に
お
け
る
公
共
事
業
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
重
要
視
し
た
政
策
で
あ
り
、
帰
村
可
能
地
域
の
選
定
と

条
件
に
関
し
て
も
、
内
務
省
は
土
地
開
発
と
イ
ン
フ
ラ
設
備
が
整
っ
た
地
域
が
前
提
で
あ
る
旨
を
明
言
し
て
い
）
41
（
る
。
実
際
に
採
択
さ
れ
て

い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
て
も
、「
経
済
開
発
」
の
視
点
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
持
続
可
能
な
生
活
圏
の
再
確
立
と
は
、
そ

う
し
た
経
済
的
基
盤
の
再
開
発
の
後
に
達
成
可
能
と
な
る
姿
勢
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
帰
村
の
前
提
が
イ
ン
フ
ラ
投
資
や
地
域
開
発
で
あ

る
こ
と
は
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
諸
個
人
の
教
育
や
雇
用
、
健
康
サ
ー
ビ
ス
を
重
視
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
提
起
す
る
市
民
社
会
組
織
側
の
提
案
の
否

決
に
も
多
分
に
関
係
し
て
い
る
。
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
は
市
民
社
会
や
国
際
組
織
と
の
協
働
で
あ
る
点
が
幾
度
も
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
市
民
社
会

組
織
側
が
提
案
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
採
択
し
、
そ
こ
に
予
算
配
分
が
行
わ
れ
、
彼
ら
が
責
任
を
持
っ
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
こ

と
は
稀
で
あ
）
42
（

る
。
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
は
権
限
を
持
つ
内
務
省
に
よ
る
「
上
か
ら
の
」
政
策
で
あ
り
、
マ
ク
ロ
視
点
に
よ
る
国
家
的
利
害
が
最
優
先

さ
れ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
Ｇ
Ｋ
Ｋ
や
地
雷
が
排
除
さ
れ
ず
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
が
武
力
放
棄
を
し
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
、
帰
村
を
推
奨
す
る
こ
と
は
、
新
た

な
Ｉ
Ｄ
Ｐ
を
再
び
生
み
出
す
危
険
性
を
孕
ん
で
お
り
、
一
連
の
諸
問
題
を
解
決
せ
ず
に
提
示
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
農
村
部
に
お
け
る

経
済
環
境
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
問
題
を
含
め
、
根
本
的
に
崩
壊
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
状
況
下
で
狩
猟
や
農
業
振
興
を
基
盤
と
す
る
生
活
圏

の
再
構
築
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
都
市
部
に
お
け
る
職
業
訓
練
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
経
済
的
基
盤
の
確
立
に
し
て
も
、
既

に
非
正
規
労
働
者
で
飽
和
状
態
に
あ
る
ト
ル
コ
の
労
働
市
場
に
お
い
て
、
精
神
的
に
追
い
込
ま
れ
、
貧
困
の
只
中
に
あ
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
が
、
言

語
的
、
技
能
的
障
壁
を
乗
り
越
え
て
、
競
合
的
な
正
規
労
働
者
に
成
長
し
て
い
く
の
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
述

す
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
経
済
的
自
立
に
主
眼
を
お
い
た
Ｖ
Ａ
Ｐ
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
状
況
で
あ
り
、
概
し
て
広
範
に
存
在
し
、
そ
の
生
活

環
境
も
様
々
で
あ
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
経
済
的
状
況
を
改
善
す
る
に
は
、
そ
の
効
力
は
非
常
に
限
定
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
Ｉ
Ｄ
Ｐ
は
今
再
び
の
「
自
発
的
帰
村
」
か
「
統
合
」
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
当
の
被
災
者
で
あ
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
意
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思
や
自
己
決
定
プ
ロ
セ
ス
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
点
は
問
題
で
あ
る
。
加
え
て
「
帰
村
」
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
で
あ
る
以
上
、

都
市
部
か
ら
排
除
さ
れ
た
こ
と
で
、
社
会
経
済
的
に
不
安
定
な
状
況
に
あ
る
故
郷
に
帰
村
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
者
も
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
成
果
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
決
し
て
内
務
省
が
公
表
す
る
帰
村
者
の
数
値
が
、
帰
村
と
そ
の
後
の
持
続
可
能
な
生
活
環

境
の
構
築
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。
実
践
圏
域
が
限
定
さ
れ
た
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
は
、
ト
ル
コ
全
土
に
広
範
に
拡
散
し
、
極
貧
の
生

活
に
あ
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
や
三
〇
〇
〇
を
超
す
農
村
部
の
廃
棄
に
対
し
て
成
果
を
上
げ
る
に
は
明
ら
か
に
不
十
分
で
あ
る
。
ま
た
地
域
開
発
と
イ

ン
フ
ラ
整
備
の
重
視
と
い
う
観
点
は
、
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
そ
の
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
も
共
通
し
て
お
り
、

東
部
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
と
い
う
マ
ク
ロ
視
点
で
の
経
済
的
潜
在
力
の
強
化
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。

　
政
府
は
東
部
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
の
大
規
模
な
経
済
開
発
に
よ
っ
て
貧
困
や
失
業
問
題
が
改
善
さ
れ
、
結
果
的
に
ク
ル
ド
側
の
不
満

を
解
消
で
き
る
も
の
と
し
て
、
一
九
八
六
年
に
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
開
発
計
画
（G

üneydo ğu Anadolu Projesi: 

Ｇ
Ａ
Ｐ
）
を
開
始
し
て
い

る
。
Ｇ
Ａ
Ｐ
は
「
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
流
域
で
建
設
が
計
画
さ
れ
て
い
る
二
二
の
ダ
ム
、
一
九
の
水
力
発
電
所
、
灌
漑
設
備
、

お
よ
び
都
市
部
・
地
方
・
農
業
地
帯
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
工
業
、
教
育
、
交
通
、
保
健
衛
生
、
住
宅
、
観
光
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

を
含
む
、
持
続
可
能
な
人
間
的
発
展
を
基
盤
と
し
た
統
合
的
な
開
発
計
画
」
で
あ
る
）
43
（
が
、
こ
う
し
た
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
一
般
の
ク

ル
ド
人
に
与
え
た
経
済
的
恩
恵
は
皆
無
で
あ
り
、
一
部
の
大
地
主
が
農
業
関
連
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
充
実
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
に
過
ぎ

な
い
。
ま
た
ダ
ム
建
設
に
よ
っ
て
約
五
万
五
〇
〇
〇
人
の
ク
ル
ド
人
が
強
制
立
ち
退
き
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
）
44
（
る
。
Ｇ
Ａ
Ｐ
は
本
来
、
南

東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
の
大
規
模
な
イ
ン
フ
ラ
開
発
を
主
眼
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
が
、
一
九
九
九
年
以
降
は
、「
分
離
主
義
テ
ロ
を
理
由
と

し
て
村
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
人
々
の
帰
村
を
確
保
し
、
再
定
住
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
生
活
条
件
を
達
成
す
る
た
め
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
を
補
助
す
る
役
割
を
部
分
的
に
担
い
、
土
地
開
発
と
農
業
の
活
発
化
を
行
っ
て
い
る
。
Ｇ
Ａ
Ｐ
庁
の
報
告

書
に
よ
る
な
ら
ば
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
郊
外
発
展
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
ま
で
に
一
万
一
一
二
二
世
帯
が
帰
村
を
可
能
に

し
た
と
す
）
45
（
る
。
だ
が
こ
う
し
た
成
果
の
中
身
と
真
偽
が
い
か
よ
う
で
あ
れ
、
こ
れ
も
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
と
同
じ
よ
う
に
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
が
発
生
す
る
原
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因
と
な
っ
た
Ｐ
Ｋ
Ｋ
と
の
戦
闘
が
完
全
に
収
束
せ
ず
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
が
困
難
な
現
状
に
お
い
て
は
、
事
の
成
否
を
判
断
す
る
こ

と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
Ｇ
Ａ
Ｐ
と
は
あ
く
ま
で
も
国
家
全
体
の
利
益
と
発
展
に
寄
与
す
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
、
電
力
不
足
の
解
消
を
目

的
と
し
て
お
り
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
や
ク
ル
ド
諸
個
人
の
発
展
、
地
方
に
お
け
る
雇
用
の
機
会
創
出
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
な
い
。

　
一
方
政
府
の
Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
へ
の
法
的
取
り
組
み
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
七
月
二
七
日
に
は
、「
テ
ロ
と
テ
ロ
と
の
戦
い
に
よ
っ
て
生
じ

た
損
失
へ
の
補
償
法
第
五
二
三
三
号
」
が
施
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
法
案
の
名
称
か
ら
察
せ
ら
れ
る
と
お
り
、
被
害
対
象
や
範
囲

が
不
明
瞭
で
あ
り
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
か
ら
の
補
償
金
申
請
に
お
い
て
も
お
よ
そ
半
数
以
上
が
却
下
さ
れ
て
い
）
46
（
る
。
補
償
法
も
内
務
省
が
責
任
と
監

督
を
行
な
っ
て
お
り
、「
テ
ロ
と
テ
ロ
と
の
戦
い
」
の
定
義
が
、
治
安
維
持
部
隊
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
引
き
起
こ
す
の
に
加
担
し
て
き
た

内
務
省
の
自
己
裁
量
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
「
国
家
の
責
任
」
と
「
被
害
者
の
枠
組
み
」
が
内
務
省
の
一
存
で
決
定
さ

れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
戦
火
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
自
主
避
難
し
た
Ｉ
Ｄ
Ｐ
や
、
避
難
に
よ
っ
て
生
じ

た
社
会
経
済
的
損
失
や
精
神
的
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
え
た
者
へ
の
補
償
は
同
法
の
適
用
外
と
な
っ
て
い
）
47
（
る
。
補
償
法
は
あ
く
ま
で
も
「
物
損
」

を
対
象
と
し
て
お
り
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
と
な
っ
た
こ
と
で
後
天
的
に
生
じ
た
社
会
的
、
経
済
的
、
精
神
的
要
因
に
端
を
発
す
る
損
害
は
補
償
さ
れ

な
い
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
救
済
を
目
指
し
た
補
償
法
と
は
、
こ
う
し
た
「
原
因
」
と
「
被
害
の
枠
組
み
」
の
恣
意
的
策
定
に
よ
っ
て
実

施
さ
れ
て
い
）
48
（

る
。

3　

ヴ
ァ
ン
県
行
動
プ
ラ
ン
（
Ｖ
Ａ
Ｐ
）
政
策

　
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
は
広
範
な
地
域
を
対
象
と
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
の
解
決
に
対
し
て
の
有
効
性
が
国
内
外
か
ら
疑
問
視
さ
れ
、

そ
の
成
果
に
対
し
て
多
く
の
批
判
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
内
務
省
は
二
〇
〇
六
年
九
月
二
九
日
に
新
た
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
と
し
て
「
国
内
避
難
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
ヴ
ァ
ン
県
行
動
プ
ラ
ン
（VAN

 İli Yerinden O
lm

uş Kişiler H
izm

et sunum
una dair 

Eylem
 Planı

：
通
称
Ｖ
Ａ
Ｐ
）」
を
公
表
し
た
。
Ｖ
Ａ
Ｐ
は
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
、
そ
し
て
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
「
Ｅ
Ｕ
加
盟
に
向
け
た
事
前
支
援
フ
ァ
ン
ド

（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）」
と
の
協
働
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
極
東
に
位
置
し
、
多
く
の
Ｉ
Ｄ
Ｐ
を
抱
え
る
ヴ
ァ
ン
県
を
帰
村
と
社
会
統
合
の
モ
デ
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ル
ケ
ー
ス
と
す
べ
く
、
様
々
な
施
策
を
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
の
枠
内
で
実
践
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｖ
Ａ
Ｐ
の
最
終
目
標
は
、
ヴ
ァ
ン
県
内
の
都
市

部
と
農
村
部
で
の
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
統
合
を
達
成
し
、
他
県
へ
の
複
製
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
供
給
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
。
　

　
ヴ
ァ
ン
県
行
政
府
は
Ｖ
Ａ
Ｐ
に
関
し
て
、
そ
の
原
理
原
則
を
①
帰
村
を
要
求
に
応
じ
て
確
保
す
る
。
②
定
住
場
所
の
集
積
を
必
要
に
応

じ
て
実
行
し
て
い
く
。
③
帰
村
に
よ
っ
て
定
住
が
可
能
に
な
っ
た
場
所
が
、
治
安
も
し
く
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
再
び
避
難
を
行
う

こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
く
。
④
追
加
の
治
安
対
策
と
と
も
に
、
住
民
の
定
住
先
に
優
先
順
位
を
設
け
る
。
⑤
同
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
に
お
い
て
は
、
社
会
経
済
的
及
び
、
文
化
的
発
展
の
努
力
が
継
続
さ
れ
る
。
⑥
村
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
国
民
に

対
し
て
、
都
市
部
に
お
け
る
住
宅
の
ニ
ー
ズ
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
支
援
を
提
供
し
て
い
く
。
⑦
放
棄
さ
れ
た
村
や
集
落
は
今
日
ま
で
の
配

慮
と
し
て
定
住
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
閉
鎖
を
行
わ
な
い
、
と
し
て
い
）
49
（
る
。
ま
た
具
体
的
な
政
策
提
言
と
し
て
は
、
①
統
合
と
再
定

住
の
前
提
条
件
の
構
築
、
②
基
本
イ
ン
フ
ラ
の
構
築
と
そ
の
他
の
社
会
的
援
助
と
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
③
社
会
経
済
的
発
展
の
促
進
、
④

Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
自
意
識
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
、
⑤
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
参
加
を
含
め
た
、
そ
の
他
の
ア
ク
タ
ー
と
の
協
働
と
協
力
の
確

保
を
行
う
こ
と
を
明
言
し
て
い
）
50
（

る
。

　
Ｖ
Ａ
Ｐ
は
ヴ
ァ
ン
県
内
で
Ｉ
Ｄ
Ｐ
が
多
く
住
む
バ
シ
ュ
カ
ル
、
チ
ャ
タ
ク
、
ジ
ェ
ヴ
ァ
ス
、
ギ
ュ
ル
プ
ナ
ル
地
区
を
主
な
対
象
と
し
て
、

上
記
の
政
策
提
言
を
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
ン
県
行
政
府
の
報
告
書
に
よ
る
な
ら
ば
、
現
在
八
四
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
割
り
当
て
は
、
地
方
自
治
体
が
一
二
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
二
三
、
公
共
事
業
団
体
が
四

九
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
そ
の
多
く
は
イ
ン
フ
ラ
事
業
を
最
優
先
と
し
て
い
る
。
総
予
算
額
は
九
一
七
六
万
四
二
四
六
ト
ル
コ
リ

ラ
で
あ
る
が
、
予
算
配
分
は
地
方
自
治
体
が
そ
の
大
半
を
獲
得
し
て
い
る
一
方
で
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
へ
の
配
分
額
は
そ
の
一
〇
分
一
程
度
で
あ
る
。

主
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
容
と
し
て
は
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
発
展
、
集
合
住
宅
支
援
、
農
業
振
興
、
基
礎
イ
ン
フ
ラ
環
境
の
整
備
、
そ
し
て
子

供
や
女
性
を
対
象
と
し
た
職
業
訓
練
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
教
育
セ
ン
タ
ー
、
フ
ー
ド
バ
ン
ク
の
設
立
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
）
51
（

る
。

　
こ
う
し
た
中
で
、
Ｖ
Ａ
Ｐ
が
重
要
視
す
る
政
策
と
し
て
、「
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
で
あ
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
総
合
的
な
能
力
強
化
」
と
「
個
人
の
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自
立
心
の
向
上
」
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
都
市
部
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
主
要
な
問
題
点
で
あ
る
「
非
熟
練
に
起
因
し
た
失
業
状
態
、
特
に
女
性
と
子

供
の
就
業
問
題
」
を
改
善
し
、
彼
ら
の
社
会
化
を
促
進
す
る
た
め
の
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
根
本
的
な
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
図
っ
て
い
く
と
し
て

い
）
52
（
る
。
だ
が
、
Ｖ
Ａ
Ｐ
の
実
施
と
監
査
を
行
っ
て
い
る
Ｉ
Ｐ
Ａ
が
報
告
す
る
よ
う
に
、
Ｖ
Ａ
Ｐ
に
よ
っ
て
職
業
訓
練
を
受
け
、
実
際
に
就

業
、
起
業
で
き
る
者
は
ご
く
一
部
で
あ
り
、
準
備
さ
れ
た
職
業
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
率
は
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
ヴ
ァ
ン

県
の
提
供
す
る
就
業
リ
ス
ト
や
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
そ
も
そ
も
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
状
況
に
特
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
全
時
間
制
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

に
Ｉ
Ｄ
Ｐ
が
継
続
し
て
参
加
す
る
事
自
体
が
難
し
い
た
め
だ
と
さ
れ
る
）
53
（
が
、
そ
こ
で
は
ト
ル
コ
語
で
の
就
業
機
会
の
獲
得
が
前
提
と
さ
れ

て
い
る
点
も
非
常
に
大
き
な
障
壁
に
な
っ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ン
県
内
の
Ｉ
Ｄ
Ｐ
を
調
査
し
た
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
に
よ
る
な
ら
ば
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
全
体
の
失

業
率
は
四
五
・
一
％
で
あ
り
、
五
三
・
三
％
が
文
盲
で
あ
る
。
特
に
女
性
の
文
盲
率
は
六
九
・
二
％
に
達
し
て
お
り
、「
緑
の
カ
ー
ド
」

の
受
給
率
も
九
一
・
二
％
と
極
め
て
高
い
数
値
と
な
っ
て
い
）
54
（

る
。
最
貧
困
地
域
で
あ
る
ヴ
ァ
ン
県
内
で
の
急
速
な
Ｉ
Ｄ
Ｐ
増
加
は
、
も
と

も
と
限
ら
れ
て
い
た
労
働
市
場
の
需
要
を
大
き
く
超
過
し
て
お
り
、
一
般
の
市
民
で
さ
え
も
大
半
が
低
賃
金
労
働
者
と
い
う
の
が
現
状
で

あ
る
。
地
域
全
体
が
経
済
的
余
力
の
な
い
中
で
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
が
障
害
を
乗
り
越
え
、
部
分
的
支
援
と
自
助
努
力
に
よ
っ
て
経
済
的
自
立
を
達

成
し
、
持
続
可
能
な
日
常
生
活
を
獲
得
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
Ｉ
Ｐ
Ａ
は
自
身
ら
が
主
導
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最
大
の
成
果
と
し
て
、
女
性
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
企
業
家
の
育
成
を
報

告
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
ヴ
ァ
ン
県
内
か
ら
五
〇
〇
名
の
女
性
Ｉ
Ｄ
Ｐ
を
選
抜
し
、
企
業
家
精
神
に
基
づ
い
た
職
業
訓
練
を

受
け
さ
せ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
終
了
し
適
格
な
基
準
に
達
し
た
女
性
Ｉ
Ｄ
Ｐ
に
一
三
〇
万
ユ
ー
ロ
を
今
後
の
ビ
ジ
ネ
ス
運
営
に
お
け
る
資
本

金
と
し
て
提
供
す
る
と
し
て
い
）
55
（

る
。
こ
う
し
た
女
性
企
業
家
の
育
成
の
み
な
ら
ず
、
Ｉ
Ｐ
Ａ
、
特
に
Ｖ
Ａ
Ｐ
に
関
す
る
県
行
政
側
の
報
告

書
で
は
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
経
済
的
自
立
に
よ
る
新
た
な
収
入
源
の
獲
得
を
奨
励
し
て
い
る
。
そ
し
て
失
業
者
数
の
減
少
や
雇
用
者
数
の
増
加
と

い
っ
た
経
済
的
目
標
と
数
値
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
う
し
た
諸
政
策
が
実
際
に
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
効
果
的
な
社
会
経
済
的
上

昇
に
貢
献
し
て
い
る
の
か
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ン
県
の
み
で
三
〇
万
人
を
超
す
Ｉ
Ｄ
Ｐ
が
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
だ
れ
も
が
経
済
的
自
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立
を
達
成
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
な
こ
と
は
、
報
告
書
の
量
的
成
果
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
、
困
窮
さ
の
中
に
あ
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
が
数

多
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
複
雑
性
を
極
め
る
広
範
な
Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
に
対
し
、
た
と
え
Ｖ
Ａ
Ｐ
が
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
今

後
一
定
の
成
果
を
挙
げ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
他
県
に
直
接
輸
出
さ
れ
、
同
様
の
成
果
を
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な
簡
単
な
話
で
は
な
い
。
事

態
は
複
雑
性
を
極
め
て
い
る
。

㈡
　
Ｉ
Ｄ
Ｐ
政
策
の
問
題
点
と
課
題

　
国
家
が
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
存
在
を
認
め
、
国
際
組
織
と
の
協
力
の
下
で
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
し
て
い
る
点
は
評
価
で
き
る
。
だ
が
本

稿
で
取
り
上
げ
た
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
、
Ｇ
Ａ
Ｐ
、
Ｖ
Ａ
Ｐ
と
は
、
そ
の
目
標
や
成
果
の
成
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
、
ひ
い
て
は
ク
ル
ド
問
題

の
根
本
的
解
決
に
は
直
結
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
の
諸
政
策
に
お
い
て
も
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
「
自
発
性
」
が
最
優
先
さ
れ
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
状
況
が
極
め
て
劣
悪
な
「
都
市
部
で
の
定
住
、
も
し
く
は
帰
村
」
と
い
う
強
制
的
な
二
者
択
一
で
あ
り
、
自
身
の
自
発
的

選
択
の
帰
結
と
し
て
、
今
後
の
諸
行
動
の
結
果
と
責
任
が
Ｉ
Ｄ
Ｐ
へ
重
く
圧
し
掛
か
る
可
能
性
が
多
分
に
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
の
責
任
逃

れ
の
口
実
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
数
々
の
報
告
書
の
中
に
「
ク
ル
ド
」
の
文
字
は
皆
無
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
言
及
し
な
い
「
統
合
と
定

住
」
と
は
、
結
果
的
に
強
制
的
な
同
化
政
策
の
側
面
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
諸
政
策
の
実
践
と
責
任
は
治
安
を
総
括
す
る
内
務
省
に
あ
り
、

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
に
よ
る
構
造
が
常
態
化
し
て
い
る
が
、
彼
ら
が
求
め
る
の
は
あ
く
ま
で
も
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
側
で
あ
る
「
ト
ル
コ
社
会
経
済

シ
ス
テ
ム
」
へ
の
統
合
で
あ
り
、
ク
ル
ド
性
を
尊
重
し
た
彼
ら
独
自
の
社
会
経
済
的
環
境
の
改
善
と
構
築
は
目
的
と
は
し
て
お
ら
ず
、
そ

れ
ら
は
「
ク
ル
ド
分
離
独
立
」
の
支
援
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
国
家
は
正
式
に
Ｉ
Ｄ
Ｐ
に
対
し
て
の
謝
罪
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の

責
任
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
い
る
が
、「
Ｉ
Ｄ
Ｐ
が
ク
ル
ド
市
民
で
あ
る
」
と
い
う
現
実
か
ら
も
目
を
そ
ら
し
続
け
て
い
る
限
り
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ

問
題
の
解
決
は
あ
り
え
な
い
。
国
家
が
こ
れ
ま
で
タ
ブ
ー
視
し
て
き
た
ク
ル
ド
人
に
対
し
て
の
根
源
的
な
認
識
の
変
換
と
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
を
含

め
た
ク
ル
ド
問
題
そ
の
も
の
の
解
決
を
進
展
さ
せ
な
け
れ
ば
、
帰
村
も
都
市
内
部
で
の
社
会
経
済
統
合
も
、
持
続
性
の
な
い
、
極
め
て
表
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面
的
な
解
決
プ
ロ
セ
ス
に
終
わ
る
だ
ろ
う
。

四
　
抵
抗
勢
力
の
欠
如

―
ク
ル
ド
社
会
の
分
化
と
不
統
一
性

　
以
上
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
よ
る
分
離
独
立
運
動
を
起
因
と
す
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
の
発
生
と
そ
の
諸
政
策
を
分
析
し
て
き
た
。
だ
が
、
こ
う
し
た
一

方
的
な
ト
ル
コ
国
家
の
諸
政
策
や
圧
力
に
対
し
て
、
何
故
ク
ル
ド
側
は
、
一
致
団
結
し
た
抵
抗
運
動
を
展
開
で
き
ず
に
い
た
の
か
、
最
後

に
一
定
の
見
解
を
提
示
し
た
い
。

　
Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
の
発
端
と
な
っ
た
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
よ
る
独
断
専
行
型
の
武
力
闘
争
に
は
、
ト
ル
コ
帝
国
主
義
か
ら
の
脱
却
と
い
う
側
面
の
ほ
か

に
、
ク
ル
ド
封
建
主
義
と
部
族
間
に
お
け
る
分
化
を
破
壊
し
、
ク
ル
ド
統
合
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
で
、
ク
ル
ド
社
会
全
体
の
近
代
化
を
達

成
す
る
と
い
う
最
終
目
標
が
あ
っ
）
56
（
た
。
ク
ル
ド
人
が
多
く
住
む
東
部
・
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
は
険
し
い
山
岳
地
帯
で
あ
り
、
歴
史
的
に
部

族
長
（aghas

）
と
、
宗
教
指
導
者
（shaykh
）
を
中
心
と
し
た
強
固
な
封
建
的
部
族
社
会
が
長
期
的
に
維
持
さ
れ
て
き
た
。
加
え
て
、
ク

ル
ド
居
住
地
域
が
ト
ル
コ
国
内
の
み
な
ら
ず
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
の
領
土
内
に
ま
で
広
範
に
分
布
し
て
い
る
状
況
下
で
、
宗
教
、
言
語
、

習
慣
に
お
け
る
明
確
な
差
異
も
存
在
し
て
お
り
、
統
一
さ
れ
た
「
ク
ル
ド
性
」
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
共
和
国
建
国
以
降
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
未
就
学
で
あ
り
、
文
盲
で
あ
っ
た
一
般
の
ク
ル
ド
人
と
外
界
を
取
り
結
ん
で
い
た
部
族
長
ら
も
、
ケ
マ
リ
ス
ト
体
制
に
対
し
て

迎
合
的
で
あ
り
、
Ｃ
Ｈ
Ｐ
に
対
す
る
組
織
的
な
動
員
票
を
引
き
換
え
に
し
た
経
済
的
既
得
権
を
保
持
し
て
い
）
57
（

た
。
ト
ル
コ
国
内
に
お
い
て

は
、
凝
集
性
に
よ
っ
て
体
制
勢
力
へ
の
対
抗
基
盤
と
な
り
う
る
「
ク
ル
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
や
「
ク
ル
ド
民
族
の
創
造
」
に
関
し
て

も
、
六
〇
年
代
以
降
に
ク
ル
ド
民
族
主
義
の
担
い
手
で
あ
る
高
学
歴
層
の
エ
リ
ー
ト
を
主
軸
に
し
て
模
索
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
国

家
的
な
抑
圧
が
常
態
化
し
て
い
る
中
で
決
し
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
に
Ｐ
Ｋ
Ｋ
は
、
独
自
の

ジ
ャ
ー
ナ
ル
を
発
行
し
な
が
ら
、
革
命
的
武
力
闘
争
の
役
割
を
独
自
に
理
論
化
し
、
そ
の
実
践
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
）
58
（
た
。
細
分
化
さ
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れ
、
分
断
化
さ
れ
た
ク
ル
ド
地
域
の
統
合
と
、
根
本
的
な
ク
ル
ド
社
会
の
変
革
は
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
と
っ
て
の
悲
願
で
あ
っ
た
が
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
と
ト

ル
コ
軍
の
衝
突
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
と
ク
ル
ド
地
域
全
体
の
荒
廃
が
も
た
ら
し
た
結
果
が
、
こ
う
し
た
理
想
と
か
け
離

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
稿
の
通
り
で
あ
る
。

　
現
代
ト
ル
コ
に
お
け
る
ク
ル
ド
性
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
再
生
産
に
関
し
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
も
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
概
し
て
「
ク

ル
ド
性
」
と
は
ク
ル
ド
エ
リ
ー
ト
や
一
般
の
ク
ル
ド
人
層
を
含
め
、
そ
し
て
一
般
の
ト
ル
コ
人
に
と
っ
て
も
曖
昧
性
を
包
含
し
て
お
り
、

明
確
か
つ
同
質
的
な
「
ク
ル
ド
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
特
徴
」
を
基
盤
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ク
ル
ド
は
長
期
的
な
国

家
的
抑
圧
の
中
で
民
族
的
結
び
つ
き
や
近
代
的
社
会
構
造
を
市
場
経
済
や
教
育
を
通
し
て
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た

一
連
の
状
況
が
統
一
さ
れ
た
ク
ル
ド
運
動
の
発
展
と
展
開
を
阻
害
し
て
き
た
要
因
の
一
端
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
現
在
、
ト
ル
コ
国
内
に
お
い
て
は
、
ク
ル
ド
政
党
や
ク
ル
ド
系
列
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
と
い
っ
た
諸
組
織
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
座
に
お

い
て
広
範
な
活
動
や
闘
争
を
行
っ
て
い
る
が
、
民
主
主
義
が
進
展
し
て
い
く
中
で
、
ク
ル
ド
勢
力
内
に
お
い
て
も
意
見
の
集
約
が
可
能
と

な
る
よ
う
な
討
議
の
場
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
分
離
主
義
や
暴
力
に
よ
る
ク
ル
ド
の
団
結
を
模
索
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
熱
意
を
民
主
主
義
や
市
民
社
会
の
発
展
に
向
け
る
べ
き
で
あ
り
、
長
期
的
な
視
座
に
お
い
て
民
主
的
圧
力
と
対
話
を

ト
ル
コ
国
家
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

五
　
結
　
論

　
共
和
国
建
国
か
ら
今
日
の
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
発
生
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
ク
ル
ド
人
は
抑
圧
と
差
別
、
そ
し
て
絶
望
的
な
困
窮
状
態
の
中
に
あ

る
。
か
つ
て
ク
ル
ド
政
治
エ
リ
ー
ト
が
夢
想
し
た
ク
ル
ド
統
合
と
後
進
性
か
ら
の
脱
却
は
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
よ
る
分
離
独
立
運
動
を
決
定
的
な

分
水
嶺
と
し
て
、
ト
ル
コ
国
家
全
体
の
「
ク
ル
ド
問
題
」
へ
と
様
相
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
波
及
し
て
い
っ
た
。



法学政治学論究　第99号（2013.12）

222

既
に
「
ク
ル
ド
問
題
」
や
「
誰
が
ク
ル
ド
で
あ
る
の
か
」
も
当
事
者
や
観
察
者
に
よ
っ
て
多
様
化
し
て
お
り
、
一
枚
岩
で
は
語
れ
な
い
事

象
と
化
し
て
い
る
。
だ
が
現
代
ト
ル
コ
に
お
け
る
ク
ル
ド
の
諸
問
題
を
論
じ
る
上
で
前
提
に
立
つ
の
は
、
ま
ず
ト
ル
コ
国
家
や
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
側
で
あ
る
ト
ル
コ
人
に
よ
る
「
ク
ル
ド
性
」
の
肯
定
で
あ
る
点
に
異
論
は
な
い
と
言
え
る
。
ト
ル
コ
の
民
主
化
の
進
展
と
は
、
法
的

側
面
だ
け
で
は
な
く
、
ク
ル
ド
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
社
会
的
背
景
を
国
民
間
で
共
有
し
、
彼
ら
が
国
民
国
家
の
成
員
で
あ
る
こ
と
を
是
認

す
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
。
ク
ル
ド
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
政
治
的
領
域
に
お
い
て
も
超
党
派
の
合
意
が
得
ら
れ
ず
、
Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
の
掲

げ
る
更
な
る
ク
ル
ド
融
和
政
策
も
、
未
だ
具
体
的
な
里
程
標
は
見
え
て
こ
な
い
。
Ｉ
Ｄ
Ｐ
を
含
め
た
ク
ル
ド
問
題
の
解
決
に
は
、
長
期
的

に
形
成
さ
れ
て
き
た
ト
ル
コ
の
国
家
的
枠
組
み
と
社
会
経
済
的
構
造
の
根
本
的
な
変
革
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
ト
ル
コ
の
優
位
性
を
歴
史

的
に
形
成
し
て
き
た
同
化
主
義
的
構
造
を
如
何
に
し
て
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
ト
ル
コ
は
、
現
在
ま
で
に
数
多
く
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
を
経
験
し
、
そ
の
度
に
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
る
政
治
社
会
的
秩
序
の
再
構

築
を
行
っ
て
き
た
。
ト
ル
コ
国
内
に
お
け
る
対
立
軸
も
「
世
俗
対
イ
ス
ラ
ー
ム
」
だ
け
で
な
く
、
ク
ル
ド
問
題
へ
の
認
識
を
含
め
て
多
様

化
し
て
い
る
。
既
に
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
と
い
う
非
民
主
的
な
手
法
に
よ
る
国
内
再
統
合
は
不
可
能
で
あ
り
、
功
を
奏
さ
な
い
。
現
代
ト
ル

コ
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
民
主
主
義
の
深
化
に
よ
る
対
立
軸
の
緩
和
で
あ
り
、
多
様
性
と
寛
容
性
を
忍
耐
強
く
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
で

あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
近
年
の
ク
ル
ド
人
の
大
規
模
な
可
視
化
に
対
す
る
彼
ら
へ
の
敵
意
も
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
へ

の
施
策
も
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
社
会
政
策
で
は
調
和
と
安
定
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
以
上
現
状
を
等
閑
視
す
る
こ
と
な
く
、

間
断
の
な
い
議
論
と
対
話
、
国
民
間
に
お
け
る
相
互
理
解
の
醸
成
を
長
期
的
視
野
に
お
い
て
進
展
さ
せ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
ト
ル
コ
共

和
国
の
民
主
化
の
発
展
に
則
っ
た
ク
ル
ド
問
題
の
漸
進
的
な
解
決
プ
ロ
セ
ス
を
こ
れ
か
ら
も
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
な
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
現
代
ト
ル
コ
の
政
治
社
会
領
域
に
お
け
る
西
洋
近
代
化
や
民
主
主
義
の
理
念
、
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
適
用
を
果
た
そ
う
と
す
る
穏
健
な
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
台
頭
と
そ
の
形
態
の
主
流
化
を
研
究
し
て
き
た
。
多
様
性
と

寛
容
性
を
標
ぼ
う
す
る
大
規
模
な
イ
ス
ラ
ー
ム
市
民
団
体
や
政
権
与
党
で
あ
る
Ａ
Ｋ
Ｐ
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
価
値
観
や
規
範
を
国
民
的
紐
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帯
と
し
て
緩
や
か
に
機
能
さ
せ
な
が
ら
、
制
度
面
に
お
い
て
は
民
主
主
義
や
そ
の
価
値
観
に
よ
っ
て
ク
ル
ド
市
民
と
の
再
統
合
を
図
ろ
う

と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
持
続
性
の
あ
る
民
主
性
を
包
摂
し
た
ポ
ス
ト
・
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
言
え
る
新
た
な
ト
ル
コ
イ
ス
ラ
ー
ム
の
在
り

方
と
な
る
の
か
は
、
未
知
数
で
あ
る
。
だ
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
が
Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
や
ク
ル
ド
問
題
全
体
に
対
し
て
ケ
マ
リ
ス
ト
勢
力
よ
り

も
積
極
的
か
つ
民
主
的
な
行
動
を
示
し
て
い
る
の
も
確
か
な
潮
流
で
あ
る
。
ト
ル
コ
が
「
ム
ス
リ
ム
民
主
主
義
」
の
一
形
態
と
し
て
、
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
勢
力
と
の
横
の
繫
が
り
を
重
視
す
る
共
生
関
係
を
再
構
築
し
、
多
文
化
主
義
型
の
新
し
い
ト
ル
コ
像
を
再
設
計
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
の
か
、
今
後
と
も
に
課
題
と
問
題
点
を
提
示
し
、
精
力
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

（
1
）  

鈴
木
慶
孝
「
現
代
ト
ル
コ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
に
関
す
る
政
治
社
会
学
的
一
考
察
」『
法
学
政
治
学
論
究
第
九
六
号
』（
二
〇
一
三
年
）
二
八
〇

〜
二
八
二
頁
参
照
。

（
2
）  

Ｔ
Ｉ
Ｓ
（
ト
ル
コ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
総
合
政
策
）
と
は
、
八
二
年
に
採
用
さ
れ
た
ト
ル
コ
民
族
と
イ
ス
ラ
ー
ム
的
価
値
観
の
統
合
、
そ
し
て
国
家

に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
の
促
進
を
目
指
し
た
国
民
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ
の
諸
政
策
で
あ
る
。
詳
し
く
は
鈴
木
（
二
〇
一
三
）
二
九
一
〜
二

九
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）  

ト
ル
コ
の
民
間
調
査
会
社
Ｋ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
Ａ
が
七
九
県
四
八
八
の
地
域
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
な
ら
ば
、
ト
ル
コ
国
民
約
七
二
〇
〇
万
人
の

内
、
一
一
四
四
万
五
〇
〇
〇
人
が
ク
ル
ド
人
で
あ
る
と
し
て
い
る
。KO

N
D
A, 2006, 

“social structure survey 2006,

” M
illiyet daily 

（Re-
trieved M

ay 4, 2012, http://w
w
w
.konda.com

.tr/htm
l/dosyalar/ttya_tr.pdf

）.

（
4
）  

「Internal D
isplacem

ent Person

」
の
定
義
は
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
人
権
に
関
す
る
国
連
事
務
局
代
表
を
務
め
るW

alter Kalin

に
よ
る
「
国
内
避

難
に
関
す
る
指
導
原
理
（G

uiding Principles

）」
に
従
い
、「
軍
事
衝
突
や
暴
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
状
況
、
人
権
侵
害
や
、
自
然
的
、
人

為
的
災
害
を
主
た
る
理
由
と
し
て
、
故
郷
や
生
活
圏
を
強
制
的
に
追
い
や
ら
れ
た
個
人
、
諸
集
団
の
内
、
国
境
を
越
え
な
か
っ
た
者
」
を
指
す
。

W
alter, Kalin, 2008, G

uiding Principles on Internal D
isplacem

ent /A
nnotations, Studies in Transnational Legal Policy 

（38

）.  
p. 174.

（
5
）  Yapı Kredi Yayınları, 2002, Cum

huriyet A
nsiklopedisi 1923 -2000: Cilt4 1981 -2000, Istanbul: Yapı Kredi Yayınları Kültür 

Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. Ş. p. 104.
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（
6
）  H

ale, Akay, 2010, Security Section in Turkey: Q
uestions, Problem

s and Solutions, Istanbul: TU
SEV

 Publications. p. 23.

（
7
）  

“Village guards don

’t feel safe unless terrorist PKK buries its arm
s,

” http://w
w
w
.todayszam

an.com
/new

s-315159-village-
guards-dont-feel-safe-un-less-terrorist-pkk-buries-its-arm

s.htm
l

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
三
年
五
月
一
二
日
）.

（
8
）  
前
掲todayszam

an.com

よ
り
。

（
9
）  D

eniz, Yükseker, 2007a, 

“Internal D
isplacem

ent in the Province of D
iyarbakır: Return, U

rban Issues, and Im
plem

entation of 
the Com

pensation Law
,

” TESEV
 eds., Com

ing to Term
s with Forced M

igration: Post-D
isplacem

ent Restitution of Citizenship 
Rights in Turkey, Istanbul: TESEV

 Publicatio-ns. p. 184. 

ト
ル
コ
経
済
社
会
研
究
機
関
（
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
Ｖ
）
に
よ
る
な
ら
ば
、
一
九
八
五
年

か
ら
二
〇
〇
六
年
の
間
に
、
Ｇ
Ｋ
Ｋ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
は
五
一
三
九
件
に
達
す
る
と
し
て
い
る
。

（
10
）  Akay, 2010, p. 23.

（
11
）  Yapı Kredi Yayınları Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A. Ş, 2002. p. 306 N

athalie, Tocci and Alper Kaliber. 2008,  
pp. 3 -4. G

unes, 2012, p. 104. Jongerden, 2007, p. 78. 

Ｏ
Ｈ
Ａ
Ｌ
は
一
九
八
七
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
適
応
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）  

一
九
九
三
年
四
月
一
七
日
、
オ
ザ
ル
大
統
領
は
首
相
で
あ
る
ス
レ
イ
マ
ン
・
デ
ミ
レ
ル
に
対
し
て
ク
ル
ド
問
題
に
関
す
る
極
秘
文
書
を
送
付
し

た
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
部
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
ク
ル
ド
人
権
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
Ｋ
Ｈ
Ｒ
Ｐ
）
に
よ
っ
て
二
〇
〇
二
年
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。Jong-

erden, 2007. pp. 40 -50.

（
13
）  

ト
ル
コ
首
相
府
国
家
報
道
情
報
局

―
「
ト
ル
コ
の
一
体
性
を
脅
か
す
テ
ロ
活
動
」
に
関
し
てhttp://w

w
w
.byegm

.gov.tr/docs/Turkiye 
2009/japan/index.htm

 （
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
三
年
五
月
一
八
日
）。

（
14
）  

第
二
二
期
ト
ル
コ
大
国
民
議
会
（
Ｔ
Ｂ
Ｍ
Ｍ
）
嘆
願
委
員
会
総
会
決
定
事
項
第
八
号

―
委
員
会
代
表
者
質
問
と
内
務
省
回
答
よ
りhttp://

w
w
w
.tbm

m
.gov.tr/kom

isyon/dilekce/gkdonem
22.htm

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
三
年
五
月
一
八
日
）。
実
際
に
は
、
小
さ
な
集
落
を
合
わ

せ
る
な
ら
ば
、
四
〇
〇
〇
近
く
の
住
居
地
が
破
壊
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
15
）  KH
RP 

（Kurd H
um

an Rights W
atch

）, 2010, Internal D
isplacem

ent Turkey, p. 4. N
RCG

-IP 

（N
orw

egian Refugee Council 
G
lobal ID

P Project

）, 2004, PRO
FILE O

F IN
TERN

AL D
ISPLACEM

N
ET: TU

RKEY: Com
pilation of the inform

ation available 
in the G

lobal ID
P D

atabase of the N
orw

egian Refugee Council, pp. 32 -34. H
RW

 

（H
um

an Rights W
atch

）, 1995, W
EAPO

N
S 

TRAN
SFERS AN

D
 V

IO
LATIO

N
S O

F TH
E LAW

S O
F W

AR IN
 TU

RKEY （http://w
w
w
.hrw

.org/legacy/reports/1995/Turkey.
htm

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
三
年
五
月
三
〇
日
））.
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（
16
）  

前
掲
Ｔ
Ｂ
Ｍ
Ｍ
嘆
願
委
員
会
総
会
を
参
照
の
こ
と
。

（
17
）  Cenk, Saraço ğlu, 2011, KU

RD
S O

F M
O
D
ERN

 TU
RKEY: M

igration, N
eoliberalism

 and Exclusion in Turkey Society, Lon-
don

・N
ew

 York: I.B.Tauris Publishers. pp. 95 -96.
（
18
）  D

eniz, Yükseker and D
ilek, Kurban, 2009, Perm

anent Solution to Internal D
isplacem

ent?: A
n assessm

ent of the Van A
ction 

Plan for ID
Ps, Istanbul: TESEV

 Publications. p. 50.

（
19
）  
例
え
ば
、
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
に
位
置
す
る
デ
ィ
ヤ
ル
バ
ク
ル
県
の
九
一
年
度
の
人
口
は
、
約
三
五
万
人
だ
が
、
九
六
年
に
は
約
一
五
〇
万
人

に
ま
で
達
し
、
都
市
内
部
の
ス
ラ
ム
化
が
急
速
に
進
ん
だ
。KH

PR, 2010, p. 6. Banu, Eligür, 2010, The M
obilization of Political Islam

 
in Turkey: Cam

bridge U
niversity Press. p. 141.

（
20
）  H

akan, Yavuz. M
, 2003, Islam

ic Political Identity in Turkey: O
xford U

niversity Press. pp. 82 -85.

（
21
）  D

aniel, G
rütjen, 2008, 

“The Turkish W
elfare Regim

e: A
n Exam

ple of the Southern European M
odel ?

―The Role of the State, 
M

arket, and Fam
ily in W

elfare Provision,

” Turkish Political Q
uarterly, 1. pp. 111 -129.

（
22
）  Calros, Iguaran S., 2011, 
“The Turkish W

elfare Regim
e U

nder Pressure

―Resilience or Change?,

” Region et D
eveloppm

ent, 
34. pp. 86 -112.

（
23
）  Ayşe, Bu ğra, 2012, 

“The Changing W
elfare Regim

e of Turkey: N
eoliberalism

 Cultural Conservatism
 and Social Solidarity 

Redefined,

” Saniye, D
edeoglu and Adem

 Elveren Y. eds., G
EN

D
ER A

N
D
 SO

CIETY IN
 TU

RKEY: The Im
pact of N

eoliberal 
Policies, Political Islam

 and EU
 A

ccession, London

・N
ew

 York: I. B. Tauris&
Co Ltd. pp. 15 -30.

（
24
）  

村
上
薫
、2011,

「
ト
ル
コ
の
公
的
扶
助
と
都
市
貧
困
層

―
『
真
の
困
窮
者
』
を
め
ぐ
る
解
釈
の
政
治
」『
ア
ジ
ア
経
済
』
52
（
4
）：
六
〇

〜
八
六
頁
参
照
。Cenk, 2011. p. 116.

（
25
）  D

eniz, Yükseker, 2007b, 

“Internal D
isplacem

ent and Social Exclusion: Problem
s Encountered by Internally D

isplaced Per-
sons in the Provinces of Istanbul and D

iyarbakır,

” TESEV
 eds., Com

ing to Term
s with Forced M

igration: Post-D
isplacem

ent 
Restitution of Citizenship Rights in Turkey, Istanbul: TESEV

 Publications. p. 256.

（
26
）  D

ilek, Kurban and Tam
er, Aker A., 2008, G

uidelines for Persons and O
rganizations Providing Support for Victim

s of Forced 
M

igration, Istanbul: TESEV
 Publications. p. 9.

（
27
）  

Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
Ｖ
と
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
Ｖ
に
属
す
る
研
究
者
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
と
い
っ
た
西
部
大
都
市
圏
や
、
東
部
・
南
東
部
の
都
市
部
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に
お
け
る
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
実
態
調
査
を
行
い
、
そ
の
報
告
書
を
数
多
く
公
表
し
て
い
る
。
紙
面
の
都
合
上
、
各
都
市
部
に
お
け
る
詳
細
な
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
状

況
を
記
述
で
き
な
い
が
、
概
し
て
本
稿
に
お
い
て
記
述
す
る
よ
う
な
困
窮
性
が
常
態
化
し
て
い
る
。
詳
し
く
はhttp://w

w
w
.tesev.org.tr/ 

ま

た
はhttp://w

w
w
.isn.ethz.ch/digital-Library/Publications/D

etail/?lng=en&
id=48713

を
参
照
さ
れ
た
い
（
両
サ
イ
ト
と
も
に
最
終
ア

ク
セ
ス
は
二
〇
一
三
年
六
月
一
日
）。

（
28
）  Cenk, Saraço ğlu, 2011. pp. 1 -11.

（
29
）  TESEV

 W
orking G

roup, 2007, 

“Tow
ard a Solution to Turkey

’s Internal D
isplacem

ent Problem
: Social Reconciliation and 

Rehabiliation,
” TESEV

 eds., Com
ing to Term

s with Forced M
igration: Post-D

isplacem
ent Restitution of Citizenship Rights in 

Turkey, Istanbul: TESEV
 Publications. pp. 313 -326.

（
30
）  Tam

er, Aker A., 2007a, 

“Evaluation of Fieldw
ork Conducted in the Province of H

akkari: Causes and Psychological and So-
cial Consequences of Internal D

isplacem
ent and the Process of Return,

” TESEV
 eds., Com

ing to Term
s with Forced M

igra-
tion: Post-D

isplacem
ent Restitution of Citizenship Rights in Turkey, Istanbul: TESEV

 Publications. p. 283.

（
31
）  Tam

er, Aker A, 2007a. pp. 277 -290. Tam
er, Aker A., 2007b, 

“Internal D
isplacem

ent: A M
ental H

ealth Perspective,

” TES-
EV

 eds., Com
ing to Term

s with Forced M
igration: Post-D

isplacem
ent Restitution of Citizenship Rights in Turkey, Istanbul: TE-

SEV
 Publications. pp. 71 -75.

（
32
）  

二
〇
〇
九
年
度
に
お
い
て
は
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
、
デ
ィ
ヤ
ル
バ
ク
ル
県
に
住
む
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
子
供
の
約
三
〇
％
が
貧
困
に
よ
っ
て
学
校
に
通
え

ず
、
バ
ト
マ
ン
県
で
は
七
七
・
八
％
の
Ｉ
Ｄ
Ｐ
の
子
供
が
未
就
学
で
あ
る
。KH

RP, 2010, p. 6.

（
33
）  Tam

er, Aker A., 2007a. p. 277 -286. D
eniz, Yükseker, 2007b, pp. 256 -258. Ayşe, Betül Çelik, 2007, 

“Evaluation of Fieldw
ork 

Conducted in the Province of Batm
an: The Socio-Econom

ic Consequences of Internal D
isplacem

ent and O
bstacles to Return,

” 
TESEV

 eds., Com
ing to Term

s with Forced M
igration: Post-D

isplacem
ent Restitution of Citizenship Rights in Turkey, Istanbul: 

TESEV
 Publications. pp. 205 -210.

（
34
）  TESEV

 W
orking G

roup, 2007, pp. 322 -323.

（
35
）  

二
〇
〇
四
年
六
月
二
五
日
に
公
表
さ
れ
た
「
人
種
主
義
と
不
寛
容
に
反
対
す
る
欧
州
委
員
会
（
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｉ
）」
の
報
告
書
に
よ
る
な
ら
ば
、「
ク

ル
ド
系
国
内
避
難
民
に
対
し
て
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
、
そ
の
他
の
都
市
部
で
貧
困
、
失
業
、
社
会
的
排
除
、
健
康
と
い
っ
た
諸
問
題
が
蔓
延
し
て
い

る
」
と
警
告
し
て
い
る
。
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（
36
）  Turgay, Ü

nalan, Ayşe Betül Çelik and D
ilek Kurban, 2007, 

“Internal D
isplacem

ent in Turkey: the Issue, Policies, and Im
ple-

m
entation,

” TESEV
 eds., Com

ing to Term
s with Forced M

igration: Post-D
isplacem

ent Restitution of Citizenship Rights in Tur-
key, Istanbul: TESEV

 Publications. pp. 95 -97.
（
37
）  
二
〇
一
二
年
一
一
月
一
五
日
開
催
、
ト
ル
コ
大
国
民
議
会
（
Ｔ
Ｂ
Ｍ
Ｍ
）
予
算
審
議
委
員
会
に
お
け
る
内
務
省
と
関
連
組
織
の
予
算
に
関
す
る

報
告
よ
りhttp://w

w
w
.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=8015

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
）。

（
38
）  
ト
ル
コ
共
和
国
内
務
省
県
行
政
総
局
（
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｇ
Ｍ / I.B iller idaresi genel m

üdürlü ğü

） 「
帰
村
と
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
Ｋ
Ｄ

Ｒ
Ｐ
）」
に
関
し
てhttp://w

w
w
.illeridaresi.gov.tr/default_B0.aspx?content=1025 （

最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
三
年
五
月
一
八
日
）。

（
39
）  

前
掲
の
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
に
よ
る
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
の
報
告
書
を
参
照
。

（
40
）  

前
掲
の
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｇ
Ｍ
、
第
二
二
期
Ｔ
Ｂ
Ｍ
Ｍ
嘆
願
委
員
会
総
会
で
の
内
務
省
回
答
を
参
照
。

（
41
）  

前
掲
の
第
二
二
期
Ｔ
Ｂ
Ｍ
Ｍ
嘆
願
委
員
会
総
会
に
お
け
る
「
八
．
帰
村
希
望
者
の
実
際
の
帰
村
実
施
に
お
け
る
期
間
」
に
関
す
る
内
務
省
回
答

を
参
照
。

（
42
）  

Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｅ
Ｖ
を
は
じ
め
と
し
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
市
民
社
会
組
織
は
、
内
務
省
の
自
己
裁
量
的
性
格
が
強
く
、
地
雷
や
Ｇ
Ｋ
Ｋ
が
排
除
さ
れ
な
い
ま
ま

に
帰
村
と
地
域
発
展
を
掲
げ
る
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
の
視
座
や
有
効
性
、
そ
し
て
政
策
立
案
に
お
け
る
市
民
社
会
組
織
の
排
除
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

（
43
）  

ト
ル
コ
首
相
府
国
家
報
道
情
報
局
「
南
東
部
ア
ナ
ト
リ
ア
開
発
計
画
（
Ｇ
Ａ
Ｐ
）」
に
関
し
てhttp://w

w
w
.byegm

.gov.tr/docs/Turkiye 
2009/japan/index.htm

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
三
年
五
月
一
八
日
）。

（
44
）  

Ｋ
Ｈ
Ｒ
Ｐ
「The Kurds Today

」http://w
w
w
.khrp.org/kurds/the-kurds-today.htm

l

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
三
年
六
月
三
日
）。

（
45
）  

南
東
部
地
域
（
Ｇ
Ａ
Ｐ
）
庁
「Köye D

önüş ve Rehabilitasyon Projesi （Tarım
sal Faaliyetler

）
郊
外
発
展

―
帰
村
と
リ
ハ
ビ
リ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
（
農
業
の
活
発
化
）」
に
関
す
る
報
告
書
を
参
照
。http://w

w
w
.gap.gov.tr/

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
三
年
六
月
二
日
）。

（
46
）  

二
〇
〇
六
年
五
月
ま
で
に
、
十
九
万
五
四
六
三
件
の
申
請
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
二
万
七
〇
一
一
件
に
関
し
て
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、

一
万
五
一
一
七
件
が
却
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
内
務
省
は
「
申
請
者
の
調
査
と
評
価
は
ま
だ
で
あ
り
、
申
請
の
詳
細
に
関
し
て
の
明

瞭
な
デ
ー
タ
は
ま
だ
な
い
」
と
し
て
い
る
。Turgay, Ü

nalan, Ayşe Betül Çelik and D
ilek Kurban, 2007. pp.90 -95. 

前
掲
の 

第
二
二
期

Ｔ
Ｂ
Ｍ
Ｍ
嘆
願
委
員
会
総
会
に
お
け
る
「
六
．
補
償
法
の
適
用
」
に
関
す
る
内
務
省
回
答
を
参
照
。

（
47
）  KH

RP, 2010. p. 11.

（
48
）  

補
償
法
の
申
請
期
間
は
二
〇
〇
五
年
七
月
二
七
日
か
ら
二
〇
〇
八
年
五
月
三
〇
日
ま
で
と
非
常
に
限
定
的
で
あ
り
、
同
法
の
存
在
を
知
ら
な
い
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者
や
、
ト
ル
コ
語
が
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
申
請
で
き
ず
に
い
た
者
も
多
数
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
現
状
、
補
償
法
が
適
用
さ
れ
た
人
々

は
Ｉ
Ｄ
Ｐ
全
体
の
中
で
も
ご
く
一
部
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
Ｉ
Ｄ
Ｐ
問
題
は
金
銭
の
み
で
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

（
49
）  

ヴ
ァ
ン
県
行
政
府
「
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
と
Ｖ
Ａ
Ｐ
に
関
す
る
報
告
」http://w

w
w
.van.gov.tr/default _B0.aspx?content=1086 

（
最
終
ア
ク
セ
ス

二
〇
一
三
年
六
月
五
日
）
を
参
照
。

（
50
）  
ヴ
ァ
ン
県
行
政
府
「
国
内
避
難
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
た
め
の
ヴ
ァ
ン
県
行
動
プ
ラ
ン
に
関
し
て
（
二
〇
〇
六
）」http%

3A//w
w
w
. 

internal-displacem
ent.org/8025708F004CE90B/

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
三
年
六
月
五
日
）
を
参
照
。

（
51
）  

前
掲
の
ヴ
ァ
ン
県
行
政
府
「
Ｋ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
と
Ｖ
Ａ
Ｐ
に
関
す
る
報
告
」
を
参
照
。

（
52
）  

ト
ル
コ
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
に
向
け
た
事
前
支
援
フ
ァ
ン
ド
（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）（
二
〇
〇
七
〜
二
〇
一
三
）
報
告
書

―
「
ヴ
ァ
ン
県
の
国
内
避
難
民
の
経

済
的
、
社
会
的
統
合
（
二
〇
一
一
）」
を
参
照
。

（
53
）  

前
掲
Ｉ
Ｐ
Ａ
報
告
書
（
二
〇
一
一
） 

一
六
〜
一
七
頁
参
照
。

（
54
）  D

eniz, Yükseker and D
ilek, Kurban, 2009. p. 10.

（
55
）  

前
掲
Ｉ
Ｐ
Ａ
報
告
書
（
二
〇
一
一
）
九
頁
参
照
。

（
56
）  Abdullah, O

calan, 2011, PRISO
N
 W

RITIN
G
: The PKK and the Kurdish Q

uestion in the 21st Century, London: Transm
edia 

Publishing Ltd. p. 135.

（
57
）  Kem

al, Kirişci and G
areth, W

inrow
 M

., 1997, The Kurdish Q
uestion and Turkey: A

n Exam
ple of a Trans-state Ethnic Con-

flict, London: Frank Cass. p. 99. Başak, Ince, 2012. p. 107.

（
58
）  Abdullah, O
calan, 2011.

Ｐ
Ｋ
Ｋ
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
九
九
年
に
逮
捕
さ
れ
た
ア
ブ
デ
ュ
ッ
ラ
ー
・
オ
ジ
ャ
ラ
ン
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所

の
計
ら
い
に
よ
っ
て
執
筆
し
た
同
書
に
お
い
て
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
に
よ
る
民
族
解
放
運
動
の
失
敗
と
そ
の
原
因
を
詳
述
し
、
民
主
主
義
の
強
化
に
よ
る
ク

ル
ド
問
題
の
解
決
を
提
言
し
て
い
る
。
現
在
、
彼
は
恒
久
的
な
停
戦
協
定
と
和
解
を
進
言
し
て
い
る
。
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学
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